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○村山委員長 それでは、第11回環境社会配慮審査会を始めさせていただきます。 

 最初に、次長がおかわりになりましたので、ごあいさつをお願いしたいと思います。 

○熊代 ＪＩＣＡ企画整部の熊代と申します。先週こちらの企画調整部にやってまいりました。

木下のときと同様よろしくお願いいたします。 

○村山委員長 それでは、早速議題に移りたいと思います。第１議題が、インド国幹線貨物鉄

道輸送力強化計画調査の答申案の協議ということになっています、既に担当委員の方々から質

問を含めたコメントをいただいております。それに対して回答と対応案という形で資料を用意
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していただいていますので、少し量が多いですけれども、少し区切って回答に関してご説明を

いただきながら委員の先生方と協議をしたいと思っています。基本的に、今日は委員の先生方

少ないようですが、調査団及び課題部との意見交換というところをメインにしたいと思います。

後ほど答申案については委員間でまとめることになりますけれども、それはメール上で基本的

にはやりたいと思います。 

 それでは、最初ですが、質問が２つと、それからコメント、対応案を含めた資料でいくと10

ページの11までを一区切りにさせていただきたいと思います。ここに関して回答及び対応案、

簡単にご紹介をいただければと思います。 

○竹内 本日、インドと沖縄とつないでテレビ会議をやるということで、沖縄に田中専門員も

行っておりますので、そちらからもご意見をいただけるかと思います。申しおくれました、社

会部開発部運輸交通第１チームの竹内と申します。本日はよろしくお願いいたします。 

 本日の答申案協議につきましては、今、委員長からご説明があったとおり、ある程度のとこ

ろで区切りながらこちらの回答案及び対応案についてご説明していきたいと思います。時間も

限られておりますので、早速対応を始めていきたいと思います。それでは、コンサルタメント

の青木さんからよろしくお願いいたします。 

○青木 環境影響評価担当日本工営の青木です。よろしくお願いいたします。 

 では、幾つか、特に回答対応事項なし及び既にレポートに記載済み、それからそのままファ

イナルレポートで訂正するような簡単な事項については若干飛ばさせていただきながら、主だ

ったものについて、まず最初に10ページの11番まで回答させていただきたいと思います。 

 まず１番、影響の回避・最小化は具体的に検討されていますか？というご質問に対してです

が、インド側提案の路線線形案について、さきにご指摘いただいているような影響可能性をは

じめ、住民移転や自然保護区を主とした影響可能性が認められます路線区間につきましては、

追加の迂回路の提案、それから、社会影響を極力最小化すべく、架け替えＲＯＢ、これは跨線

橋の位置の提案、それから工事中の日常交通の阻害を抑制するための架け替えＲＯＢのために、

架け替えＲＯＢを既存ＲＯＢに隣接して建設しまして、架け替えＲＯＢの完成まで既存ＲＯＢ

をそのまま利用できるようにする提案、それから橋梁への接続道路、盛土区間を擁壁構造にし

て影響幅を極力最小化する提案などなどの工法について検討を行っております。 

 それから、ご質問の２番ですが、要旨の中で、第１期Ｂ事業については技術面・環境面の問

題を有する区間があるとか、第２期事業については影響がある区間が存在するとか、反対意見

表明が少なからず上がっているなどの記述があるわけですけれども、これらの問題点が、事業
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区域、第１期Ｂ、第２期で回避・最小化対処可能であるかということと、もう一つご質問は、

その否の場合に第１期Ａ区域の見直しの可能性も出てくるかどうかというご質問についてです

けれども、まず第１期Ａ整備事業区間だけで独立して事業成立することを条件としております

ので、インド側で今後実施すべき第１期Ｂ及び第２期整備事業区間に対するルートの再検討及

び必要な追加調査の結果に伴って、第１期Ａ整備事業の見直しの可能性はないと考えておりま

す。 

 それから、第１期Ｂ及び第２期整備事業区間につきましては、本調査で第１期Ａ整備事業区

間を対象に実施しました環境社会配慮調査全般にわたる検討と提言事項を今後路線線形の見直

しも含めて実施していただくことにより回避・最小化が可能であると考えております。 

 続きまして、次のページへいっていただきますけれども、調査期間及び調査方法全体、コメ

ント２番、ここでは、項目で５番まで番号をふらしていただいておりますことについて、調査

期間が不足しており、調査頻度、調査方法が概括的内容にとどまっているというコメントです

けれども、それで５番までについて必要かつ十分な調査・予測・評価を行っているということ

はできないというコメントをいただいておりますが、１から５番までについて回答させていた

だきたいと思います。 

 まず１番、自然環境面の調査期間、調査時期に関し、本来は四季を通じて現況把握調査を実

施し、その上で本事業計画による自然環境への評価（インパクト評価）をすべきであるという

ことにつきましては、本調査期間内での現場調査に加えまして、計画路線沿いの自然保護区を

管理します、ＭＯＥＦというのは環境森林省ですが、の管轄の州Divisional officeでの関連

データ取得やヒアリング、それから地元住民への動植物に係るような情報に係る情報収集をや

っております。本調査ステージで確認すべき貴重種の存在の分布や一般現況把握、一般種も含

めたようなものを自然環境に係る情報を得ておりまして、決して一時期、ワンシーズンだけの

データ収集を行っているというわけではございません。一方で、事業着手時におけます年間を

通じた自然環境に係るモニタリングの実施は本調査で提案しておりまして、想定していなかっ

たようなことが万一起きた場合、不測なといっていますけれども、または新たな自然環境への

影響が何か認められる場合には適宜対策をとるような仕組みを提案しております。 

 続きまして、２番のコメントにつきまして、自然環境に関する調査方法は既存文献情報をも

とに衛星データ、ビデオ画像等による画像情報を中心に把握を行っているが、特に野生生物保

護地区や保全林等の近傍の一部区間では実地踏査を実施し、自然環境のより正確で精密な現況

把握に努めるべきである。そのようなデータをもとに事業計画による影響予測評価を行うべき
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であるというコメントをいただいていますが、これにつきましては、本調査では野生生物保護

区や保全林等の近傍の計画路線沿いにて現地調査を実施しております。衛星画像などの画像情

報の活用につきましては、あくまで現地調査を補足するものでございまして、それらデータを

もとに事業計画による影響予測評価を行っております。 

 次に、コメント３番ですが、このような調査方法等の設定の結果、現況把握に関しても具体

的な生物種の存在等についての調査データがなく、したがってレポート内にその記述も見当た

らないということですけれども、前回の審査会の資料に中に、ここに書いておりますAppendix

でTECHNICAL WORKING PAPER TASK2,10-(3)というのがございますが、そちらで動植物種のデー

タは掲載しております。また、メインレポート内では、その一部でありますけれども、伐採の

影響を受ける樹種などについても記載をしております。 

 続いて（４）番、環境汚染面に関して、例えば、最も懸念される環境項目である騒音及び振

動に関して、既存のデータがなく、現況把握60地点のみの測定結果に基づき影響予測を行って

いる。それと、５番もあわせてですけれども、騒音・振動は特に地域性や個別性によるところ

が大きく、このような現況把握データにより適正な予測評価を行うことは限界があり、またそ

の予測評価に基づき立案される環境保全対策も適切さを欠くことになるということにつきまし

ては、共通した回答をさせていただいておりますけれども、まずインド国では鉄道騒音・振動

に係る既存の測定データや基準がございません。そこで、本調査では、まず鉄道騒音・振動の

予備的な原単位把握を第１年次に実施いたしましたＩＥＥレベル調査で15地点にて予備的にま

ず実施しております。そういった知見をもとに、さらに２年次のＥＩＡレベル調査におきまし

て追加15地点、そこで実際測定して取得したデータは100ですけれども、実施しております。 

 まずこれは鉄道騒音・振動にかかわる原単位に係るもの、それから、また宗教施設、病院、

学校など、こういったものは影響を受けやすい施設としましてセンシティブレセプターという

言葉で呼んでいまして、ＳＲと書いていますけれども、そのようなものが立地する場所におき

まして、全対象地域の中の合計60カ所で鉄道騒音・振動及び環境騒音・振動の測定結果をカテ

ゴリー分類、ここに書いてありますようなカテゴリー分類をしまして、鉄道騒音・振動の諸条

件におけます線路からの距離に応じた影響度合い、減衰率といっていますけれども、予測式を

求めますとともに、ＳＲ地点における環境騒音・振動レベルに対する鉄道騒音・振動レベルの

寄与度を見ることによって、特に配慮を要しますＳＲサイトでの将来本事業の実施に伴い必要

となります措置の予備的な検討を行っております。 

 また、本調査での前提条件としまして、西部回廊におきましては貨物列車、電化牽引、コン
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テナ積載、東部回廊におきましては貨物列車プラス電化牽引プラス石炭積載ということを仮定

します。ここで最も騒音・振動が発生する組み合わせとましては、重量が最も大きくなります

貨物列車、ディーゼル牽引、バルク輸送の組み合わせのケースとなりまして、今回の騒音・振

動に対する検討は現状の貨物列車プラスディーゼル牽引プラスバルク輸送の組み合わせを考慮

して、将来の騒音・振動を想定しておりますので、将来電化すると全般的には騒音については

いくらかの差が生じます。 

 それから、騒音・振動の予測では、以下の対象地点としました。騒音・振動の予測の地点は

以下のようなもの３つです。３カ所が主になりますが、まず貨物新線が既存線に並行して計画

される路線沿いのＳＲ地点、既存線にかわって迂回路となる路線沿いのＳＲ地点、これは主に

都市部住居地区、重要なＳＲ部分とするようなところになります。それから、迂回路が予定さ

れている地点、ただし迂回路はＳＲを避けて計画されておりますため、鉄道の影響のないバッ

クグラウンド地点というようなことになります。 

 結果としましては、ＳＲ地点での鉄道騒音の予測地というのは42から84デシベル程度でござ

いまして、ほぼすべての地点において静寂地域の環境基準を超過しています。一方で、現況の

環境騒音レベルについても測定しているほぼすべての地点で環境基準を超えています。これは

こういったＳＲがあるようなところというのは、割と田舎というよりは、周りも家が結構込み

入っているようなところでして、本来は静穏地域と呼ばれているようなところですけれども、

そういったところの近くに実は工場があったり、そこら辺はインドの現状かなというところで

すが、測定地点より環境騒音と予測値の比較をいたしますと、マイナス15から16デシベルとば

らつきが見られます。全体的に見まして、都市部、市街地など、路線沿いにＳＲ地点というの

は現況の環境騒音レベルが既に高いのですけれども、こういったところは既に住民移転を回避

する観点から迂回路としているようなところが多くございまして、こういった結果を見ても、

環境騒音の観点からも迂回路の変更は望ましいことがわかりました。 

 同様に、振動予測の結果もあるのですが、そういったものとあわせまして、一般的にとられ

ている対策工、騒音・遮音壁とか、バッファーゾーンの設置とか、植林、ロングレ－ルの採用

などなどでの処理が可能と考えておりまして、本調査では積算上でもこういった対策費を考慮

しております。 

 以上より、これは全体にかかりますが、本調査は限定された期間で実施しておりますけれど

も、上の（１）などで説明させていただいていますように、二次データですけれども、通年を

通じた過去のデータを収集しておりますので、年間を通じたデータというのは基本的に把握し
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ていると考えております。一方で、事業実施とともに実施されます環境管理計画及び環境モニ

タリング計画に基づき、何らかの影響が特定され生じた場合には、事業主体は直ちに適切な措

置をとることになります。自然環境の現況把握については、季節変化等の把握が不十分ではな

いと考えます。 

 次に、若干飛ばさせていただきまして、また何かあれば後ほど説明を求めていただければと

思いますけれども、５ページ８番にいかせていただきます。コメントですが、フィージビリテ

ィ段階でも重要地点、重要項目についてはより具体的な影響評価と代償措置の検討をすべきで

あるということにつきましては、本事業は既存貨物鉄道線路の並行区間の増設と、新規の迂回

路建設、それから事業全体としましては貨物線運行量の増加という事業特性に応じました環境

社会配慮上の重要項目として、用地取得、住民移転や騒音・振動が挙げられます。自然保護区

の通過回避などを含む重要地点につきましては、路線線形の見直しによる回避を行っています。

騒音・振動につきましては、上記コメントのNo2.先ほどの騒音・振動に係る回答案のとおりで

すけれども、橋梁建設に係る水質や河川生態系への影響把握と対策の詳細検討につきましても

現況調査の結果などから今後の調査の際に適切に行うことで対処可能であると考えております。 

 一方で、住民移転につきましては、全線での移転対象家屋数の把握、移転住民の社会経済特

性把握のための社会経済調査の実施や、住民移転計画のフレームワークの策定などを行い、通

常のＦ/Ｓ段階で実施されておりますものと同等の調査を実施しております。本調査における

環境社会配慮調査の結果はメインレポート内で全調査対象地域を概観するとともに、地域別の

詳細な調査対象地域における37のDistrict別のＥＩＡレベル調査報告書として整理しておりま

す。 

 次に、コメント９番へいかせていただきます。これはコメントを読み上げますと長くなりま

すが、まず１番、調査計画の妥当性に関する考え方を示すことということと、本案件に係る環

境社会配慮調査の計画の妥当性に関する考え方を示すことということにつきましては、５月28

日の環境審査会の説明資料で説明させていただいておりますところですが、繰り返しになりま

すけれども、まず調査計画の妥当性に関する考え方につきましては、第１年次の調査におきま

して本事業、ＤＦＣ全区間を対象にしましたＩＥＥレベル調査を実施いたしました。全区間を

10の区間に分割、これは10州にわたるわけですけれども、それぞれの区間ごとに社会環境、環

境汚染、自然環境の観点から評価しております。 

 この結果、区間内に長大トンネルの建設がインド側により提案されたところがございますが、

そういったところにつきましては、技術検討が全く行われていないような場所でございました
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ので、事業熟度が未熟であるという判断からＥＩＡレベル調査の対象とはせず、第２年次調査

の環境社会配慮調査、ＥＩＡレベルの対象から除外しております。また、需要の観点から開発

優先度が低いと判断された区間につきましても、第２年次の調査対象から外し、環境社会配慮

調査の対象範囲の絞り込みとしました。これは前半出てきました第１Ｂ区間とか、第２期整備

事業区間と呼ばれるようなところは外しております。 

 それから、本案件に係る環境社会配慮調査の計画の妥当性に関する考え方につきましては、

調査の進捗に応じて対象地区全体から段階を踏んで対象区間や対象構造物の絞り込みを行い、

区間ごとにメリハリをつけた調査を調査期間内に実施すると同時に、事業全体の実施期間を考

慮した長いスパンでの環境配慮社会活動計画を立案することが妥当な調査プロセスとまず考え

ました。 

 本調査におきまして、具体的なプロセスとして、概略ですけれども、以下のように進めてお

ります。１）調査の初期段階において本事業の全区間における環境社会に対する影響の概要を

把握し、環境社会配慮のそれぞれの項目に比較検討を行うということをＩＥＥレベル調査とし

て第１年次に行っています。そして、引き続き同年度に調査の第２段階において需要及び環境

の観点から区間ごとの比較検討を行いまして、本事業の機能を維持する上で重要であり、なお

かつ環境社会配慮の対応が可能と判断される区間を選定しております。 

 ２番で、選定されました区間につきまして、これが第１期Ａ事業の区間になりますけれども、

住民移転の対象となる地区、影響を受けるスクォッター集落、重要構造物、第１期構造物地点、

自然環境保全が求められる地区、社会環境上配慮すべき地区などの特定を行い、それぞれの項

目ごとに影響が甚大な地区・地点の選定を行い、それぞれの地区・地点から優先的に詳細調査

及びステークホルダー協議を本調査において実施しました。これが２年次の初めの分です。 

 それから、４番、本調査で提案する予定であります、これは提案したのですけれども、段階

開発計画に基づき、本年７月に提案されました。 

 では、この６番までは前回と繰り返しということになりますので省略させていただきまして、

次に整備シナリオの設定ということですが、事業を適切に実施するためには、適時に適切な資

金手当てがなされることが必要であり、当該記述では事業実施計画を策定する際には国際金融

機関の案件審査も考慮する必要があることを述べています。また、環境社会配慮調査で明らか

になった重大な懸念については、報告書でその旨を記載しておりまして、本調査及び今後の調

査でこれらの懸念を解消し得る適切な対策を立案・実行することができなければ、本事業は実

施可能ということはできないと結論づけています。したがって、予見できる負の影響は存在し
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ない等との記載はなく、事業実施ありきの結論にあわせての虚偽の記述を行った事実もござい

ません。 

 それから、ＳＥＡのことについてご質問をいただいていますけれども、ＳＥＡの概念の導入

という観点につきましては、ＪＩＣＡ環境社会配慮ガイドラインが本調査、Ｆ／Ｓ調査ですけ

れども、Ｆ／Ｓ調査の計画段階で求めております事項としまして、本調査ではTask0＆1におき

まして鉄道貨物の増大に対する鉄道新線建設の妥当性検討のため、既存線改良案、旅客新線案、

貨物新線案及びゼロオプション、これは事業実施しない案になりますけれども、による代替案

の検討を行っております。 

 次、10番にいかせていただきます。調査の十分性と実現可能性に関する考え方ということで、

１から13番までございますけれども、まず１から９番までにつきまして、事業の実現可能性を

判断する目的で実施されるＦ／Ｓが具備すべき基本的な要件を著しく損なうものであると考え

る、これらの点を十分吟味し、文章全体の内容を精査するとともに、本調査後の今後の課題に

ついて必要となる具体的な調査内容を可能な限り記述することというコメントをいただいてお

ります。 

 まず１番につきまして、社会経済調査で全数ではなく10％抽出により行い傾向を判断するに

とどまったことということにつきましては、このようなＦ／Ｓレベルの調査では本調査のよう

なサンプル調査によります社会経済調査を実施することにより、被影響者の社会経済特性の傾

向をまず把握しまして、影響の特性と必要と考えられます措置についての提案を行うことが通

例となっております。一方で、全数調査につきましては、詳細設計時などＦ／Ｓ調査以降で実

施されます用地境界の確定にかかわる測量調査の後に取得対象物件の把握とともに実施される

ものと考えております。 

 ２番目の不法占有者を含む被影響世帯を目視のみで暫定的に数えたということで、正確な数

の把握に至っていないということにつきましては、１番と同様ですけれども、用地境界が確定

していない段階での用地と物件の取得や住民移転にかかわります直接的な被影響者からの詳細

情報収集を行うような調査につきましては、事業実施が確定する以前のこのＦ／Ｓ調査段階で

行うことは適当ではないと考えておりまして、他の事業でもそのような事例はないと考えてお

ります。 

 ３番、移転対象者以外の被影響住民の特定及び社会経済調査が行われていないということに

つきましては、駅周辺に居住するスクォッターを含めて、必ずしも住民移転の対象とならない

被影響対象者につきましても、本調査で実施しました社会経済調査の中で適宜調査対象として
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おります。 

 ４番、絶滅危惧種の存在を確認する上で季節変化を考慮した調査ではなく一時的な調査によ

り把握されていること、これは先ほどの繰り返しになってしまいますけれども、本調査時期は

一時期であるのですが、収集した情報自体は通年のものでございまして、季節変化を考慮した

ものにはなっております。通年での影響の確認につきましてはモニタリングの実施により実施

することとなります。 

 ６番ですけれども、騒音・振動に対する影響予測をＳＲに限定しており、一般の家屋や民間

施設に対する影響は今後の課題としたことにつきましては、今後の調査及び実施時に個別に対

応していく事項であると考えております。 

 ７番、橋梁建設を念頭に置いた水質・土壌の実測調査がなされていないことにつきましては、

橋梁建設に伴います水質・土壌への影響につきましては、工事直前の現況把握及び工事中のモ

ニタリングを含めまして環境モニタリングの一環として実施することをファイナルレポートに

て追記させていただきます。 

 ８番、対象地区が極めて多い上に、迂回路の路線確定が遅れる傾向にあるため、一部の地区

ではステークホルダーとの協議が十分に行われていないということですけれども、ドラフトフ

ァイナルレポートの結論の提言におきましては、被影響住民との事業実施主体によるコンサル

テーションの継続実施を提言しております。 

 ９番、今後必要とされる調査として環境社会配慮のための調査を行う前提となる技術的な見

直しや路線の線形変更が主として挙げられているということにつきましては、路線の線形変更

が必要となる区間は基本的に第１期Ｂ及び第２期整備事業区間でございまして、これらの区間

につきましてはインド国側による環境社会配慮の検討が必要と考えております。 

 以下の点から、環境社会配慮上事業の実現可能性は極めて厳しいと判断せざるを得ず、今後

より慎重な検討が求められるというコメントの（10）番、上記のように調査内容に不十分な点

が見られ、現時点で得られる情報だけで不確実な部分が多いという点につきましては、現時点

で得られる情報に関しては不確実な部分が多いことは既に指摘しておりまして、今後必要な調

査内容の具体的な事項を列挙しております。 

 それから、11番、本調査において住民移転をできるだけ最小化するための都市部周辺等の地

域における迂回路の検討が環境社会配慮のための調査と並行して進んだために、環境面や社会

面の十分な調査が行われていない場合がある。特に要旨の結論部分で優先的に事業を進める第

１期Ａ事業として本調査での提言事項が適切に実施されれば環境社会影響を回避・最小化でき
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ることが可能とされた地域においても、迂回路のルート選定が決定するまでステークホルダー

協議を開催できない地域やＥＩＡ報告書の記述から参加者の９割が本事業に反対している地域

もあるということで、相当な時間を今後要せざるを得ないということにつきましては、後ほど

再度詳細に説明いたしますけれども、本調査で行いましたガイドラインデザインでの迂回路の

見直しが生じた区間につきましては、環境社会配慮調査の追加調査を行ってカバーしておりま

す。本事業に反対を表明している地域に対しましては、他の地域も含めまして本調査以降にお

ける事業実施主体による継続的で丁寧なコンサルテーションの実施を提言しております。 

次のページの12番ですけれども、新線の操業による騒音・振動がほとんどの地域で環境基準

値を超えると予測されているのに対して具体的な方策は今後の検討課題となっていることにつ

きましては、一方で現在既に環境騒音レベルが環境基準を超えている場所が多い現状から、本

事業に伴う騒音レベルの追加分に対して沿線住民と受音者がどのような不快感を抱くかは事前

に把握できない面もございますことから、今後の調査及び実施段階でのモニタリング等による

検討事項としております。 

13番にまいります。ドラフトファイナルレポート本体では住民移転計画の内容がフレームワ

ークの策定に向けた検討にとどまっており、提供された２つのDistrictのＥＩＡ報告書におい

て相手国のＮＲＰを援助国または国際機関が求める品質に導くための具体的な内容が読み取れ

ないということにつきましては、ドラフトファイナルレポートで住民移転計画フレームワーク

策定に向けての検討事項となっておりましたけれども、これは誤りでございまして、住民移転

計画フレームワークの策定に訂正させていただきます。 

11番、これにつきましてはファイナルレポートで詳細実施スケジュールの節にて明記させて

いただきます。 

以上までが11番です。 

○村山委員長 それでは、この部分に関して追加のご質問あるいはご意見がありましたらお願

いいたします。 

○柳内委員 最初２項目ほど極めて単純な質問という形で述べさせていただいたのですが、今

回のこの調査自体は、Ｆ／Ｓとしては時間的にもそれから空間的にも極めて制約を受けている。

そういう中で行われているわけですが、これが投資前調査という形で、この結果に基づいて投

資が行われるわけですが、この環境社会配慮のレポート自体でフィージビリティ云々というこ

とを言うことではないと思いますが、ただ、投資の判断をする方々が少なくとも環境社会配慮

面で制約条件、不可逆的な障害条件がこのプロジェクトによって起こされるということではな
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いということを確認するようなことは言っておく必要があるかと思うのです。その意味で、今、

ここにありましたようなことは、質問事項として挙げましたことは、こういうことをやってあ

るということを記述していただいた方がよかろう。一番最初の１の質問については、セクショ

ン51の３でいうことが、位置が適切かどうかということはあると思うのですけれども、あくま

でもそういう観点でいろいろ記述された方がいいのではなかろうか。 

 それから、２番目のセクション133の問題につきましても、問題提起はされているようです

が、こういうことはあるけれども、でも大丈夫なんだということを記述していただいた方がよ

かろう。そういう意味で、質問という形で出させていただいております。これは今の時点では、

私十分時間もなかったので余り読み切れなかったので、どこかほかにあるのかもしれないと思

って質問という形なのですけれども、できるだけこういうことをはっきりいっていただいた方

がいいと思います。 

 以上です。 

○村山委員長 今の点について、何かありますか。 

 それでは、ほかに、委員の方いかがでしょうか。 

○田辺 ＪＡＣＳＥＳの田辺と申します。 

２点ほどＪＩＣＡに確認したいのですが、１点目は、コメントの１番のところでして、村山

委員から37のDistrictのＥＩＡのうち２つのDistrictのＥＩＡを諮問するというような発言が

あったわけですが、ＪＩＣＡのガイドラインの上では基本的にこういった環境影響がありそう

な案件について諮問するということが書かれていると思います。37のうち２つのＥＩＡしか諮

問しないということは、このガイドライン上適切なのかどうかということをＪＩＣＡに確認し

たい。 

それから、２つ目はコメントの２のところです。２の（１）番の季節、四季を通じた現況把

握調査を実施したというところですが、この回答では、四季を現況調査はしていないが、情報

を集めたから十分であるという回答がなされているわけですが、これを拡大解釈すると、そも

そも現況の調査をまったく行わなくてもＥＩＡと呼べるとＪＩＣＡはとらえているのかどうか

を確認したいと思います。 

○村山委員長 ＪＩＣＡ側からのコメントということですが。 

○渡辺 まず、最初のコメントについて、審査会への諮問の対象ということですけれども、Ｊ

ＩＣＡとしてはカテゴリーＡの案件について審査会に諮問するということにしております。通

常は開発調査の場合はスコーピングの段階とドラフトファイナルレポートの段階で諮問をする
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ということにしております。諮問の際に実際にコメントをいただくための資料については、そ

の案件に応じてＪＩＣＡで選定をさせていただいているということでございます。 

○村山委員長 ２点目はいかがでしょうか。 

○竹内 四季につきましては、調査の仕方の問題であるかと考えております。つまり、調査で

データが収集できたかどうかというところで、今回についてはここに書いてありますとおりの

関連データの取得やヒアリング、地元住民へのヒアリングなどを通じて自然環境に関する情報

は収集していると考えております。 

○青木 若干補足させていただきますけれども、現場を全く見ないというのは極論だと思いま

す。情報収集というのも実際に現場へ行きまして現地のこういった保護区などを担当する場所

へ行って入手しているわけですけれども、一時期とはいえ、全線を通じての現地踏査、特に保

護区の近隣だとか、森林地区を中心として全線現地を見ています。その上で収集しております。

通年もしくは過去数年にわたるような関連データのそれらしさというか、信憑性を含めまして

確認をしているということを現場でやっておりますので、現場に全く行かなくていいのかとい

うのは、少し極論ではないかと考えております。実際に現場を見るというのが一番大きくて、

それは通年ではございませんけれども、現場を見ることで収集データの内容については確認を

しているということです。その現場調査中に、もちろん動物はその時期にいなかったりとか、

そのときにたまたまいないとか、季節的にいないとかありますけれども、そういったことにつ

きましては、モニタリングなりでフォローしていくということですけれども、ただ大きくはほ

かのところでもありますが、貴重種とか、そういったものについて、いるか、いないかという

ことにつきましては、既存データなどをもとに特にいないというような確認もされております

ところ、あとはモニタリングでフォローしていくということになろうかと考えております。 

○村山委員長 今の点ですけれども、今回の調査で十分だと思っていらっしゃいますか。 

○青木 現時点では十分だと考えております。 

○満田 地球・人間環境フォーラムの満田と申します。 

 今の田辺さんの意見に関連いたしまして、私も非常に疑問を感じております。私は37のＥＩ

Ａよりも、むしろＤＦＲの全文が出そろわないうちにＪＩＣＡが諮問されたという、ここに疑

問を感じております。私も第１期の審査会の委員を務めてさせていただいた関係上、非常に異

例のスピードだと。むしろこの案件のスケジュールにＪＩＣＡの諮問をするスケジュールをあ

わせてしまったのではないかと思って、非常に問題意識を感じております。 

 委員の方々がＤＦＲ全文がそろわないうちに第11章、第10章、環境社会パートのところだけ
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を読んで非常に苦労されてこういったコメントを出されたと思うのですが、やはりＤＦＲ、開

発調査のレポートというのは一体となって、膨大な量ですから端から端まで読むというのは非

現実的かもしれませんが、少なくとも結論部分、環境社会的な影響の結果というものは十分組

み込まれるべきだと思っています。 

 それから、もう一つは、今の生態系自然調査に関連してなんですが、限られた４カ月半とい

うＥＩＡの調査期間の中で調査団としては最良の選択をされたと思っております。ある意味、

こういった手法をとるのは仕方がないと私も考えておりますが、しかし、文献調査をやったか

らいいというような説明のされ方をしておりますが、この規模の案件で文献が、しかも、調査

地点の、しかも最近のデータがそろっているというのは非常にレアなケースだと私は考えてお

ります。実際問題、運よくそういった文献が参照できて、そこからこういう結論を導き出した

ということであれば、調査団は文献リストと導き出された貴重種のみならず、そこで出現する

と考えられている生物種のリストを十分示されるべきではなかろうかと思いました。 

 以上です。 

○青木 文献調査で十分だとは申しておりませんで、調査期間としまして、ＥＩＡ調査だけで

いいますと4.5カ月間ですけれども、現場の情報収集も含めまして昨年度来やっているところ、

調査全体としては１年以上やっているわけです。ただ、現場での全線を詳細に踏査した上での、

主に植生の調査ではありますけれども、これにつきましては、今年度行ったというところで、

申し上げたような、必ずしも文献調査だけで十分だとは申してはおりません。 

○村山委員長 ただし、一定の期間のヒアリングに基づいて調査をされたということですね。 

○野村委員 コメントあるいは議論をお聞きしていて、大事な前提が欠けているように思いま

す。私のコメントとして、15ページの31番で、事業地の環境の現状が把握しにくいとコメント

していますが、環境影響を評価する以上、現在の自然環境なり、社会環境がどうなっているか

ということを、できるだけわかりやすく示しておくことが必要で、そういう意味からすると、

この案件の2,000キロの４分の３は既存の鉄道に並行して線路を新たに引くという計画になっ

ているということは、もう既にそこに線路があり、その線路に付随した人間の社会生活があり、

だれも足を踏み入れたことがないような未開地ではないという大事な前提があると思うのです。

つまり、どこに貴重な動物がいるかとか、蝶がいるとかわからないという状態ではなくて、多

分街か畑しか、ほとんどがそういう沿線ではなかろうかと私は推測していますが、そういう現

状をきちんと説明するのか、それとも何がいるかわかりません、文献だけではわかりません。

四季を通してはわかりませんというふうなスタンスで説明するのかで随分説明の仕方が違うの
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ではないかと思います。この2,000キロ、120年前から鉄道が走っていて、しかも、ムンバイ、

デリー、カルカッタというインドの交通の大動脈、1,000年間大動脈として存在する地域であ

ることを考えると、そこには残念ながらほとんど保護すべき、あるいは非常に重要な種類はな

いし、かつあったとしても人の目に必ず触れるところにある。あるいは文献として信頼の高い

文献があるのではないかと、私は思っています。これがヒマラヤの山の中であれば別です。 

逆にいえば、そこにおいてもし環境の問題があるということになると、今ある鉄道が問題だ

ということと等しいわけですが、そういう議論はできないし、しても意味がないと思います。

４分の３は並行路線、かつ、市街地を通り抜けることでどうしようもなく新しく迂回路を引っ

張らざるを得ない部分は多分住民移転を回避するためであり、それはとんでもなく山の中迂回

するのではなくて、街を一個迂回する計画ですから、市街地の一歩裏を抜ける程度の話なのだ

ろう。だとすると、そこにおいて把握できない自然というのは非常に限られていると私は思っ

ていて、そういう意味で、31番で申し上げた現状の把握、もう120年前から人間がその路線で

営々と暮らしてきている地域、そういうイメージなのか、それとも全くの未開地、貴重な、だ

れも発見したことがないような貴重種がいるような土地なのか。そういう土地ではないと思う

のです。だとすれば、今申し上げたような現状がどうなっているかを、もう少しわかりやすく

説明した方が、議論をするときにわかりやすいと思いコメント差し上げたのです。今も皆さん

の意見を聞いていると、そういうふうに思えます。 

もう一つ、これは質問ですが、今日いただいた回答のペーパーの中で、８番の回答のところ、

それから10番の回答のところで、10番の（12）のところですけれども、それぞれ文章の途中で

今後の調査の際に適切に行うとか、今後の調査での検討事項としていますというような書き方

があるのですが、今後の調査というのは何でしたか。 

○青木 これは、本調査以降に行われます詳細設計に係る調査を含めた実際の施工までに行う

ものを含んでおります。詳細設計というのが大体通常ですけれども、ほかの可能性もあること

もありまして、少しあいまいな表現になっておりますが、基本的には詳細設計というようなイ

メージだと考えています。 

○野村委員 そうしますと、詳細設計の段階で環境にかかわるさらなる追加的な調査があり得

るということでしょうか。 

○青木 どちらかといえば、現場で詳細な調査をするというのも多少あるのですが、それ以上

に今回策定しておりますような環境管理計画、モニタリング計画などの精緻化を図っていくと

いうことだと考えております。 
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○増沢 インド側から補足したいのですが。ＪＢＩＣの円借で実施される工事、インフラの整

備工事については、施工段階でまずコントラクター、施工業者が環境モニタリングプランとい

うのを策定してきます。それをコンサルタントに提出してコンサルタントが適正かどうか判断

し、そのモニタリングプランの最終化を行う。それを実際モニタリングプランに沿って、その

工区内の保全対象物、こういったものをすべてコントラクターが把握して、それに対してどの

ような対策をするかというのが提案されてきます。これもすべてコンサルタントが審査して、

不足している部分については是正させる。それに従って実際のモニタリングを、水質も大気汚

染も騒音もそうですが、粉塵といったものも出てきますけれども、そういったものを施工中モ

ニタリングしていくということになります。コンサルタントがそれを管理する。全体のモニタ

リングプランをどのようなものにするかというガイドラインを詳細設計時にコンサルタントが

作成します。これは、入札時においてコントラクターの入札図書の一部になります。そういっ

たものがコントラクターのオブリゲーションになるという形になります。したがって、最終的

な最終の細かいその現場のセンシティブルレセプター及び保全対象物を含めた調査はコントク

ラターが実施し、それに対する個々の対策も施工管理時に行うという前提で、詳細設計時にガ

イドライン、指針を策定するという行為がこの流れです。 

 以上です。 

○村山委員長 最初に、ＪＢＩＣがというお話が出てきましたけれども、それを前提にこの審

査会では議論はしたくないと思います。ですので、これ以降はそういう形で、あくまでこのフ

ァイナルレポートが出た後それについては議論が進むものだと思っております。 

○竹内 少し訂正をさせていただくと、事業を行う際に、その事業の施工者は当然周辺環境に

対するモニタリングレポートを書いていく。ＪＢＩＣに限らずほかの事業者も同じですので、

そこの部分に期待するということで置きかえさせてください。 

○増沢 失礼いたしました。これは私の経験がＪＢＩＣ案件の経験に基づいたもので申しまし

たものですから、そのような発言になりました。訂正させていただきます。 

○村山委員長 それでは、ほかにいかがでしょうか。 

○渡辺 村山委員長からのコメントにつきまして、答申をまとめるときに困りそうなところに

ついて確認をさせていただきたいと思います。コメントの９番で、実際には６ページの上から

６行目ですけれども、アワスメントという言葉が出てきます。これは口語だと思いますので、

もし答申に入れるということであれば何と何を合わせようとしているのかとか、そういう説明

をお願いしたいと思っております。 
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 それから、２点目に、８ページのコメントの10番ですけれども、10番の３行目に、Ｆ／Ｓが

具備すべき基本的な要件を著しく損なうとあります。例えばその後の（１）番には、被影響住

民に対する社会経済調査の全数ではないと出てきます。そうすると、例えば移転住民以外の住

民を含む被影響住民に対して全数調査を社会経済調査についてかけるということをＦ／Ｓの具

備すべき要件というように先生考えておられるようであれば、ほかの委員もこういう考え方を

共有されているのか、確認をお願いしたいと思います。 

 ９ページ、（10）の上のパラですけれども、以下の点から環境社会配慮上事業の実現可能性

は極めて厳しいというふうに書いてあります。その下のコメントは、どちらかというと調査が

不十分だというようなコメントがございますので、下の11から考えますと、どちらかというと

実現可能性を判断できないということだったら意味が通じるのですが、実現可能性が厳しいと

判断されるということであれば、それはどういう意味なのか教えていただきたいと思います。 

 以上です。 

○村山委員長 まず、６ページのアワスメントについては説明が必要だということですので、

説明をさせていただきます。 

 それから、８ページの注の（１）ですが、もし委員の方々でこれに関してご異論があればお

出しをいただきたいと思っております。対応案のところで通例こういうことはやっていないと

いうコメントがありましたので、私の方でもこれを確認させていただいて、そういうことであ

れば表現は修正をさせていただきます。 

 それから、最後の９ページの環境社会配慮上事業の実現可能性は極めて厳しいということで

すが、これについては、基本的に調査が不十分だということは再三出てきているわけですけれ

ども、一部合意形成が十分でないという点が出てきているということがあります。これは私非

常に大きくとらえています。中には、ここにも書きましたけれども、命を賭して反対するとい

うような表現も第３回のステークホルダー会議のまとめとして出てきている。そういった地区

もありますので、それを含めてこういうふうに表現をさせていただきました。 

○藤倉委員 私はこれの担当委員でなくて、しかも、今この段階でこういう発言をするのはわ

からないですけれども、社会経済調査を全数するか否かという話ですが、インド政府、インド

側の実施機関がこれは本来するべき仕事なのかなと思っているのですけれども、これは当初か

ら環境アセスメントというのはインド政府にはこのアセスメントの対象になっていない。ない

けれども、日本が補完的にやってあげるというような話でありまして、要するにインド政府は

どこまで彼らがやることになっているのかというのが、どうも基本的に見えないのがあります。
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それとあと、ＯＥＣＤのガイドラインでは環境配慮の最終責任は実施される被実施国、プロジ

ェクトをやる国にあるということですが、そうすると、インドに制度がないのでアセスメント

をこちらでやるということは、ある意味ＯＥＣＤのガイドラインをさらに踏み込んでいるので

はないかと理解はしているのです。踏み込むことがいいか悪いかという議論もあるのですが、

一体どこまで踏み込めばいいんだろうか。つまり、インド政府、最初の話に戻りますけれども、

全数調査というのはインド政府の役割ではないか。そういうことをやりなさいという勧告をす

るのか、それも内政干渉なのかもわかりませんけれども、どこまでＪＩＣＡのＦ／Ｓで踏み込

めばいいのか。ここで一つ決まると、ちょっと気になるのは、これから後の環境配慮委員会の

あり方というか、ＪＩＣＡの環境配慮のあり方自体にかかわってくるのかなという感じがあり

まして、少し発言させていただきました。 

 以上です。 

○村山委員長 おっしゃるとおり、環境アセスメントは相手国が行う、私もそういう理解でお

ります。ＪＩＣＡはあくまでそういった環境アセスメントの支援をする。そのための開発調査

という形だと思っています。そういう意味で、ＥＩＡを支援する開発調査の中でどこまでやる

べきか。そういう観点から議論をするという、私もそういう理解です。（１）の全数調査につ

いて、いろいろとご議論があるようであれば、私も再検討させていただきます。ただし、今後

この案件については、どこになるかわかりませんけれども、援助を受けた形で実際に事業化さ

れるという話が幾つか出てきていると思いますので、そういうものに耐え得るレベルの開発調

査にすべきだと、そういう観点から幾つかコメントを皆さんもしているということだと思いま

す。 

○野村委員 インドの国内法上鉄道がＥＩＡの対象になっていないという問題がある中でこの

調査をやったわけで、藤倉委員がおっしゃったように、そういう状況の中でどこまでやれるか

という議論は確かにあるとは思いますし、あるいはこの調査内容が十分か不十分かというよう

な意味合い、あるいはこの調査をＥＩＡと呼ぶのか呼ばないのかという議論はあるだろうと思

うのですが、ただ、多少の異論・議論を切り捨てても、この調査は今後この案件を検討してい

く上で非常に貴重で有益であると私は非常に評価しています。この案件を今後考えていく上で、

ＪＢＩＣが考えようが、世銀が考えようが、インドが自分の資金でやろうが、この調査がある

ことによって非常に有益な材料がそろっているという意味で非常に評価しています。 

 かつ、2,000キロを一遍にやるのは非常に乱暴ではないかという議論もそのとおりだと思う

のですが、一方において2,000キロをやってくれたから非常によかった。これが途中の10キロ
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だけだったら何のことか。2,000キロは確かに日本の感覚からいえば無茶でしょうけれども、

できる範囲の中で2,000キロやってくれたことで事業全体がどう見えてくるかがわかった。日

本のＥＩＡのように、10キロ分やりました、その先の10キロ分はよくわかりませんというよう

なＥＩＡではなくて、全体にかかる調査結果が出たという意味で、非常に評価しています。そ

ういう意味で、この調査をやる必要がなかったとか何とかということは、全然なくて、やって

よかった。非常に有益な報告書ができ上がってきたと私は思っています。 

 それから、住民移転について、これはＦ／Ｓと社会配慮を並行的に行わなければならないと

いうことからくる宿命だと思うのですが、全数調査の詳細あるいは移転対象者の特定化か、そ

の人たちの最終的な合意形成までをこのＦ／Ｓの中の環境影響評価でやることはできないです

し、私自身もやることは不適当だと思っています。 

○村山委員長 それでは、沖縄の田中専門員、お願いします。 

○田中 今日は私大洋州諸国の環境省の皆様を沖縄のセンターにおきまして環境社会配慮の研

修を今やっているのですけれども、審査会の様子を30分ほど聞かせていただきました。皆様、

今はほかの講義に入っておりますけれども、意見を述べさせていただきます。 

 お配りいただいた資料の５ページと６ページのところに、９.の基本的な考え方というのが

ございますけれども、ここはやはりコメントに書かれてある内容、非常に重いものがあると私

は思います。２カ月前、ちょうど８月に、ＪＩＣＡとＪＢＩＣの共同で円借款のための環境社

会配慮コースというのを行いました。途上国の円借款担当の公共事業省、環境省などの方に来

ていただいてやった研修なのですが、そのときでも非常に大事だったのは、事業ありきのアセ

スではない、事業アセスではなくて、計画段階でのアセス。これがＪＩＣＡも、それからＪＢ

ＩＣのガイドラインも尊重してやるということになると、そういうことになりますということ

が、その研修の一つの柱でございました。この中で、いただいた資料の６ページですけれども、

真ん中より少し下に、しかし、一方で同資料、調査の流れにおいてインド側のファイナルロケ

ーションサーベイの進捗がおくれ、現時点では2007年12月に完了の予定に変更となった。こう

書いてあるのですが、新たな迂回路の提案を中心に実施し、当初予定どおりに2007年10月に調

査を完了させる予定であるというようなのが資料に出ているということですので、これになり

ますと、私も二十数年環境アセスの仕事をしておりますけれども、アセスに携わっている方か

ら見れば、非常にこの短い期間できちんとしたアセスをやるのは難しいというのが、アセスに

携わる者だったらそういうふうに思うのではないかと思っております。 

 そして、環境社会配慮の重要性も考慮して、国際的な金融機関の審査、案件審査も考慮して
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調査を行うというふうにお答えがございますけれども、では、これは例えば世界銀行の環境の

審査ボードでどういうふうに見られるかというあたりを考えますと、やはり先ほどからご議論

になっております次の段階でさらに調査を進めますというあたりが、本来は次の融資を考える

ときには非常に重要なファクターになるのではないか、そういうふうに思います。やはり期間

が非常に短い中で行われた環境社会配慮、それで次のステージを考えるというのにはちょっと

困難もあるのではないか。環境アセスをやっている者の立場からそういうふうに思った次第で

す。 

 以上です。 

○村山委員長 それでは大分時間が過ぎてきていますが、今の部分は全体にかかわることです

ので少し時間がかかってしまったと思います。そういう意味で全体を通じて何かほかにコメン

トがあれば、今お出しいただきたいと思います。 

○長谷川委員 私もこの案件担当でなかったものですから、具体的なコメントを差し控えてお

りました。田中専門員あるいはほかの委員の先生方からもあったと思うのですけれども、今回

の報告書を見て大分無理しているなという感じをしました。技術的にも、非常に力を入れて調

査団はやられたと思うのですが、やはり何せ対象地域と比べると時間も足らない。あるいはい

ろいろな面で後回しにせざるを得ないということがたくさんあったように見受けられました。

そういう状況でそれなりにやられたと思うのですけれども、モニタリングでどうします。それ

から、後の調査でどうしますというふうな記述が非常に目につくのです。これほどたくさん後

回しにしているということは、ある意味では少し異常ではないかと思うのです。かなり多くの

ことを調査してわかって、どうしてもわからないので、後回しにする、そういうことが通常だ

と思うのですが、今回はモニタリング、モニタリングという、そちらへ逃げるような表現が目

につくというところで、やはりそういう意味でも少し飛ばし過ぎ、急ぎ過ぎているのかなとい

う感じがしましたものですから、意見を申しました。 

○村山委員長 それでは、ほかにいかがでしょうか。 

○西野 調査団の統合マネジメントを担当しています西野です。 

 今のご質問を含めて過去いろいろコメントをいただいている点については、我々が直接的に

調査していなくて、二次データを使いながら間接的に予測をしながら先に進めているというと

ころに集約されると思うのですけれども、この手法については、対象地域の広さを考えると、

我々としては信頼できるデータ、それとサンプル的な調査、それで例えば騒音についてはそう

いった原単位を出して、ほかの地域、すべての地域について、騒音の予測をするというやり方
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で現況把握をしているということで、ほかについてもそうなんですけれども、一応Ｆ／Ｓのレ

ベルとしては我々としては問題がない。ただし、直接はかったわけではないということで、引

き続きモニタリングをする必要があるということで、モニタリングを重視しているということ

でございます。 

 そしたら、実際にはかったものと我々が二次データを使ってスポット調査をして予測してい

ることとの精度の違いというのがあるのではないかという指摘はあると思うのですが、それで

非常に将来的に不確かなものにつきましては、これは対応不能ということで、例えばトンネル

の建設についてはそういう予測ができないということで外したりしております。我々の調査団

としてある程度把握できているという二次データをベースにですけれども、把握できていると

いうものについて、さらに今後実測によってモニタリングをしていくのが必要ということで、

モニタリングということを非常に重視しています。 

 以上です。 

○満田 今の話に関連して、現況把握のためのＥＩＡ調査とモニタリングは考え方が違うと考

えています。ＥＩＡはあくまで事業計画のためのベースラインデータで現況を調査して、それ

を事業に反映させていくために実施していくものでありまして、モニタリングというのは、そ

の事業実施段階あるいはその前の段階で予測というのは不確実性が伴うから、それが実際どう

である。仮に想定していなかったものが出てきたらそれに対して追加的な対処を行うというよ

うな目的だと考えています。そこら辺は分けられるべきではないかと考えます。 

 それで、この事業既存路線の拡幅がメインであるというような部分もあるわけですが、とは

いえ、迂回路が全部で優先整備区間においても11カ所、合計406キロメートルあるということ

なので、これは無視できない数字だと考えておりまして、もちろん拡幅の影響もありますが、

新規路線の影響もあるであろうと考えます。それから、これは審査会のコメントの中にも色濃

く今出ておりますが、審査会の現在のコメントを見ましても、要は調査の限界を明確に示すべ

きだという、そういったメッセージだと私は受け取ったのです。これは非常に重要なことで、

今後ひょっとしたらインド側が自分でやるかもしれない。あるいはＪＢＩＣが円借款をつける

かもしれない。いろいろな資金ソースがあるわけなのですが、わからないことを何となくわか

ったような、フィージブルであるように書くというのは非常に危険なことでありまして、何を

やったのか、何をやらなかったのか、やらないことについてはひょっとしたら今後ＤＤ段階で

もやる機会があるかもしれませんので、積み残しをはっきり見せるといいますか、こういうこ

とをやっていないということを明確にする調査レポートであるべきだと、私は考えております。
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私の意見ばかり申し上げて恐縮ですが、それはくれぐれも調査団の方々にお願いしたいと思っ

ております。 

 以上です。 

○村山委員長 それでは、ほかにいかがでしょうか。 

○青木 全般的な言い方になりますけれども、ドラフトファイナルレポートでもそうですけれ

ども、今後実施すべき環境社会配慮についてまとめております。それから、基本的には積み残

しとは考えておりませんで、現段階で確認すべき事項というのは確認し、今後確認しても重大

な影響とならないもの、もしくは回避・最小化できるであろうというものと、それにかかわる

詳細な調査は次期ステージというような分け方で考えております。 

 以上です。 

○村山委員長 それでは、全般的なところですので、かなり時間をとりましたが、私自身も、

今回の調査は相当な労力をかけておやりになったわけですから、この案件を進める上ではかな

り有益な情報がまとまってきていると思っています。ただし、これがＦ／Ｓレベルの調査であ

るかどうか、そういう観点からいろいろと検討した結果のコメントを出しているということで

すので、そういう意味で今後委員の方で意見交換しながらまとめていきますけれども、できる

だけ皆さんのご意見を含めた形で最終的な答申は出したいと思っています。 

 それでは、時間が大分過ぎましたので、次の部分、10ページの12番から12ページの18番、ル

ート選定から社会環境調査の部分について、簡単にご説明をお願いいたします。 

○青木 12番から18番、３つほど回答を差し上げたいと思います。まず12番のコメントにつき

まして、住民移転の規模を最小化するための検討の経緯がわかりにくい。可能であれば、①迂

回路を設けず全区間を並行区間とした場合、②迂回路を考慮したインド側設計での住民移転数、

③ＪＩＣＡ調査での修正提案での住民移転数が定量的に比較できるとよいということにつきま

してですけれども、住民移転の規模を最小化するための検討は今回の調査では建物等の保全対

象物が確認できる精度の衛星画像を使ったガイドラインデザイン、概略設計に相当しますけれ

ども、実施しております第１期Ａ整備事業区間で行っております。その方法としましては、こ

れはインドの鉄道省が契約しております現地のコンサルタント、RITES社からの情報・協議結

果、現地調査、それから衛星画像データ、既存線ビデオデータ、既存ＲＯＢの状況調査結果な

どなどをベースとしまして、集落や開発地域の分断や影響家屋の最小化を図るようにＦ／Ｓレ

ベルの迂回路の設置とその線形を確定しております。 

 そのため、今回の調査結果としては、コメントにありました３番についての全計画路線での
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現地調査により移転対象構造物を住居等の種類別に全数把握した上で移転規模を算定した定量

的な結果はございます。①・②については定量的な把握は行っておりません。 

 次、コメント13番ですけれども、要旨にルート線形も含めて概略設計はファイナルロケーシ

ョンサーベイと並行してRITES社が実施中のものであり、その成果が提出されるのは本年10月

以降になると記載している。このＦＬＳが終わっていないうちの調査であるということ、また

現在最終決定に至っていないルートについて明記すべきであるということにつきまして、これ

までの説明が若干足りない点もあったと思うのですけれども、まずここでガイドラインデザイ

ン、概略設計に当たるものですけれども、これと相手国側が実施しておりますファイナルロケ

ーションサーベイとの違いについて簡単にご説明させていただいております。まず、ガイドラ

インデザインにつきましては、建物等の保全対象物が確認できる精度の衛星画像を使った概略

設計、もちろんこれは現地踏査も適宜行っておりますけれども、対象範囲は第１期Ａ整備事業

区間となっております。 

 それから、ファイナルロケーションサーベイにつきましては、1,000分の１縮尺の地形図を

ベースに設計を行う詳細設計ということでして、これは別途測量をインド国側が実施して行っ

ているというものであります。 

 今回Ｆ／Ｓ調査で実施しておりますガイドラインデザインは、概略設計として耐え得る精度

でございまして、そのガイドラインデザインで線形は第１期Ａ整備事業区間の範囲で確定して

おります。よって、Ｆ／Ｓレベルでのルート線形は第１期Ａ整備事業区間の範囲で終了してい

るということになります。現在RITES社が実施しておりますファイナルロケーションサーベイ

は詳細設計の精度となりまして、第１期Ａ整備事業区間の範囲の設計を最優先で実施しており

ます。が、先ほど述べましたように、基本的にルート線形というものは確定しているというこ

とになります。 

 参考までに、2007年10月時点で、以下の間のファイナルロケーションサーベイの結果が入手

できており、本調査、Ｆ／Ｓで実施したガイドラインデザインに沿った計画となっていること

が確認できております。 

 次、15番にいかせていただきまして、コメントが新規の車両基地について書かれているが、

建設用地は特定されているのかが不明であると記述すべきであるということにつきましては、

当該要旨の部分について、以下の部分を追記させていただきたいと思います。車両基地につい

ては基本的には既存施設で対応可能ですけれども、仮に追加用地取得が必要となった場合に、

鉄道省、ＭＯＲ所有の遊休用地で十分に対応可能であるということが確認されておりますので、
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このような文章を追記したいと考えております。 

 一応そのほかにつきましては、ファイナルレポートで記載しますということと改善しますと

いうことです。 

 16番オン・サイト・サンプリングによる10％抽出の詳細な方法について記述すること、また、

調査の実施により得られた結果について内容を記述すること。現状では移転世帯数や移転家屋

の状況のみ記載にとどまっている。この点について提供されたＥＩＡ報告書にも記載に差があ

るということですけれども、Banas KantheのＥＩＡで記載されている程度にほかのDistrictの

報告書も同様に記述を行うということにつきましては、District別のＥＩＡレベル調査報告書

では、サンプル調査方法及び社会経済調査結果につき記載いたします。 

  社会経済調査のサンプル抽出範囲は移転対象となる事業用地内に限らず、用地取得境界近隣

からも抽出しております。そこで、移転対象住民に限定したものではありません。District別

のＥＩＡレベル調査報告書の記載内容にそれぞれ差がないように改善を図っております。 

  それから、17番になりますけれども、住民移転を最小化することを目的として設定された迂

回路により周辺地域の農地を取得する必要が出てきているが、地区によっては明確な取得量が

示されていない。これらに関する情報を整理し記載することというコメントをいただいており

まして、取得用地に関しての情報がドラフトファイナルレポートで記載しておりませんでした

けれども、ファイナルレポートでは関連情報を記載いたします。その例としまして、お配りし

ているものの一番後ろに添付されていると思いますけれども、これは東部回廊と西部回廊の用

地取得面積と迂回路並行路による面積をDistrictごとで示したものですが、こういったものを

ファイナルレポートに記載したいと考えています。 

 コメント18番、移転を要する家屋には民間の住宅のみならず商業施設、地方空港のほか学校、

病院、寺院、養護施設などのＳＲが含まれている。また、さきに示したように農地の取得を伴

う影響世帯もある。これらについて区間ごとに表の形で整理していただきたい。これにつきま

しても、お配りしておりますもの、後ろから３ページ目と２ページ目につけております移転対

象となる構造物、施設のタイプ別に現地調査において全数把握を行った結果をリスト化してお

りまして、この詳細も含めましてファイナルレポートにて掲載いたします。 

 以上です。 

○村山委員長 それでは、ここの部分について何かコメントございますか。 

○野村委員 12番のコメントですが、私の理解では、技術的にルート選定を行おうとすれば、

迂回をすることなく、既存の線路に並行的に用地を確保してぼんと通してしまうというのが、
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一番技術的には楽だし、望ましいのではないかと思っていますが、なぜ迂回を選んだのかとい

えば、市街部をどんと通してしまおうとすると住民移転の数が直感的に膨大な数になり、手に

負えないであろうと、非常に初歩的な段階で代替案の検討を本能的にやっているのだろうと思

うのです。できるだけ住民移転の数を減らせるように迂回路をつくった方がいいと直感的に選

択しているのですが、片や直感的にやっているので、迂回をしない場合に定量的にどういう影

響が出てくるのかが把握ができていないために、代替案の検討過程がよく見えないという、残

念な結果になっているという気がしてなりません。定量的な把握は行っていないということで

あれば、今さら全区間並行線でやった場合にどれくらいの住民移転になるのかを数えろという

のも無茶な話ですので、そこを要求するつもりはありませんけれども、ただ、代替案の検討と

いう過程の中でそういうふうに本能的に避けてしまっている、選択している代替案というのが

あって、それについては非常に説明がしにくいという、残念な結果になっているのではないか

ということを私のコメントとしてだけ申し上げておきます。 

○増沢 調査団副総括の増沢です。 

 少し補足をさせていただきます。コメントどうもありがとうございました。迂回路にするか

しないかというので、一番決定的になったのは、住民移転の問題と、もう一つ既存のＲＯＢの

架け替えというのがあります。当然踏切を立体化している場合というのは交通量の多いところ

なものですから、都市部に集中している。都市の中で立体化しているのは一番交通量の多いと

ころから立体化して跨線橋になっているということで、これをダブルスタック、二段積みで通

す。または複線を通すということで、すべて都市内のＲＯＢを架け替えていかなければいけな

いということになっています。これが集中して幾つもある。もしくは１カ所でもその架け替え

に要する費用、これは詳細に見積もっていないのですが、我々専門の者から見ると非常に時間

もお金もかかって、それに要する社会的な影響、交通の切りかえ、遮断も含めてそれが莫大な

ものになるというのがわかるところがあります。これが１カ所ではない、複数まとまっている

ところもあります。そういうところがすべて既存のＲＯＢを我々リストアップしました。これ

は全線ビデオ作成したデータをフルに使っているわけで、こういうことはインド側はやってお

りません。インド側が、これは１Ａではなくて、１Ｂ区間に入っているのですが、既存線並行

でやっているところでもこういった難しい迂回路を見落としているケースが多々ありました。

こういうところについては我々の方で迂回路も考え、既存のＲＯＢの架け替えが非常に現実的

ではないので、それを回避する迂回路案を考えてオルタナティブとしてもう一回再検討せよと

いうレコメンデーションになっております。 
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 したがって、住民移転、これは家屋移転なんですが、だけではなくて、一目でわかる既存の

都市内のＲＯＢ、これが決定的な問題になっているという点をつけ加えさせていただきます。 

 以上です。 

○村山委員長 13番ですけれども、回答の部分でこのとおりだと思うのですが、これに関して、

いただいているＤＦＲの要旨にはこういう書き方になっていないと思います。そういう意味で

コメントを出しましたので、要旨ですからどこまで変更するかはわかりませんが、少なくとも

最終的なレポートはこういう表現を入れていただく必要があると思います。回答にあるような

表現を入れていただく必要があると思います。 

 それでは、ほかによろしいでしょうか。ないようでしたら次のところにいきたいと思います。

次は19番の住民移転、25番まで、この部分、お願いいたします。 

○青木 コメント19番ですけれども、補償対象となる家屋数や人口の把握をきちんと行うべき

だという印象を持ったが、その人たちが補償を支払われると決まったとしても、それが実際に

届くかどうか別問題である可能性もある。インドでは立ち退きなどに対する政府の補償が低階

層の人たちまで届きにくいこともあると聞く。事業対象地域において今までの公共事業でそう

した問題があったのかどうか、調査済みか。また、そうした問題があることがわかっているの

であれば、どういう対策を提言しているのかというコメントをいただきましたけれども、これ

につきましては、インドでは現行制度に基づきます公共事業におけます用地補償レートが市場

土地価格と比較して低うございます。住民移転にかかわる支援策が生計回復の観点から十分で

ないという点もあります。これについてはドラフトファイナルレポートの中で述べております

けれども、これ自身は低階層の人たちに補償が行き届きにくいということではないのですが、

一方で低所得者層の人ほど移転時における職業機会喪失に伴う職業機会の確保の難しさとか、

移転期間中の生活費の工面の難しさなどのため、所得レベルが高い人よりも生計への移転時に

おけるダメージの割合が大きくなる傾向にあります。本調査では、調査対象地域の近隣で実施

されましたほかのプロジェクト、国道建設プロジェクトとか、線路増設プロジェクトなどの事

例を参考に、低所得者層ほど用地補償の単価の引き上げとか、支援策の優遇策などについて提

言しております。 

 コメント20番ですけれども、スクォッターの数が住民移転数に含まれていないため暗黙のう

ちに住民移転という語句が合法の移転住民を示すものという誤解を受ける。そのため、スクォ

ッターも含めた合計の移転戸数を示した上で、内数として合法住民の数と不法住民の数を示す

べきであるということにつきましては、ご指摘のとおり修正したいと考えておりまして、今回
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添付しておりますものについても住民移転数全体のもの、それからスクォッターも含めまして、

スクォッターの数を別途出すというように分けております。 

 21番、移転に関するインド政府の政策とＪＩＣＡ環境社会配慮ガイドラインのギャップを埋

めるための措置、特に市場価格に基づく補償費や違法住民への配慮などについて調査報告書に

記述するだけでは不十分である。本事業を引き続き日本として支援するのであれば、本報告書

とは別途にＪＩＣＡと鉄道省の間で書面による覚書を交わすなどの措置が必要であるというこ

とにつきましては、これは私から言うのもあれですけれども、日本が引き続き本事業を実施、

支援していくかは決定されていないという状況です。一方で、本調査、ＪＩＣＡ調査での環境

社会配慮にかかわる各種措置等の提言について、引き続き事業実施に向けて検討していくとの

鉄道省との見解を公式文書にてＪＩＣＡ調査団はＭＯＲと取り交わして確認します。 

 22番、文中数値が示す内容について記述を追加すること。これは区間だけ少し書いた。そこ

に移転戸数が書いてあるだけの部分があったのですけれども、これについては、こちらのミス

でして、特に特筆するべきところではございませんので、ファイナルレポートでは削除いたし

ます。一方で、もちろん移転数に関しましては詳細をファイナルレポートのしかるべきところ、

ここに記載しているようなところで詳細は記載いたします。 

 23番、和文には影響を受けるという表現と移転対象となるという表現が混在している。これ

らの表現の違いを明確にするとともに、もし同義であれば表現を統一することが必要である。

コメントをいただきましたとおり、ファイナルレポートでは区別をした上で統一化をして修正

させていただきます。 

 24番、住民移転数が２種類記載されていると読めるので整理する必要がある。こちらも、申

しわけございません。当該記載は調査結果に基づく情報のアップデートしたときの削除ミスで

ございましたので、最新の情報のみ残してそうでないところは訂正させていただきます。 

 25番、最後の部分で最近の政府査定価格と再取得価格調査による市場価格との乖離が大きい

場合、ダブルスタンダードとならないように政府査定価格と再取得価格に移行していけるよう

な価格の設定が必要になってくるという記述の意味が不明である。政府査定価格を市場価格に

移行していくための措置を示しているのであれば、そのように明示していただきたい。ただし

次の文書で扱っている投機的な市場価格の扱いに関する記述との整合性を図ること。これにつ

きましては、ご指摘のとおり表現がわかりにくいので、以下のように変更させていただきます。

最近の政府査定価格と再取得価格調査による市場価格との乖離が大きい場合、ダブルスタンダ

ードにならないように政府査定価格を再取得価格に移行していけるような工夫が必要になって
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くるに訂正させていただきます。 

 以上です。 

○村山委員長 それでは、今日は真崎委員はご欠席ですが、今の時点では修正をされるという

ことで理解をします。別表については後で確認をした上で、もしコメントを修正する必要があ

れば最終的な答申案では修正させていただきます。 

 ということにしたいと思いますが、ほかに何か委員の方々からコメントありますでしょうか 

 それでは、次の部分に移りたいと思います。26から36の部分です。自然環境調査の部分です。

お願いいたします。 

○青木 コメント26番、環境に関する記述について、絶滅危惧種はいないとの記述が多いが、

生物多様性の保全の観点からは絶滅だけが問題ではない。一般種を含む生態系を損なわないか

についても記載すべきであるということに対しましては、本事業は線的に事業用地を要する事

業であり、面的に事業用地を必要としないため、ある一定地域で面的に動植物の生息・生育地

の喪失を引き起しにくく、また既存線沿いに鉄道用地を利用した並行区間での事業用地を確保

することから、線的事業で懸念されます生息・生育地や移動経路の分断の新たな発生はありま

せん。新規建設となります迂回路につきましては主に農地を通過するため、そういったところ

は自然度が低く、動物の移動経路になっている箇所が特にある場合には、カルバート等の措置

を今後必要に応じて講ずる必要があると考えております。沿線の一般的な自然環境の概要につ

きましては、既にドラフトファイナルレポートの中で概況を述べておりますし、詳細について

はAppendixに記載しております。 

 コメント27番にまいります。植林をする旨の記述がある。どこに何を植えようとしているの

か。これにつきましては、森林保全地区などで伐採する場合には代替植林をする必要がありま

すけれども、これにつきましては、今後事業実施確定後州政府のForestry Department、中央

政府のＭＯＦの指導によって実施されることとなっておりまして、今後森林伐採に係る申請手

続に伴い決定されていくこととなっております。 

 28番、迂回路の盛土の緑化の材料は何かということと、盛土工事に際して移動性動物のため

のコリドーが必要ではないかというコメントにつきましては、緑化につきましては在来種の使

用を提言しております。その一部として、ニーム、アカシア、ダルベルジア等の、耐干性が高

く、薬用、薪炭等、多用途に使用できるものが含まれております。また、移動性動物のための

コリドーやアンダーパスにつきましては、動物の多い地域では必要と考えられ、今後の調査実

施の際において検討事項として現地状況に応じて対応するようAppendix及びそのDistrict別の
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ＥＩＡレベル調査報告書にて適宜提言を入れております。 

 コメント29、許認可は軽減措置ではない。本件に際し自然保護当局の見解は把握しているの

か。これは軽減措置のところに許認可にかかわるような文言が少し入っていたのですけれども、

これにつきましては、もちろん許認可自体は軽減措置ではありませんけれども、軽減措置にか

かわるところ、情報として許認可事項のことを記載しているということにとどまっております。

また、自然保護当局であります環境森林省からは、本調査で設立いたしましたEnvironmental 

Working Group、これは鉄道省のもとにつくったものですけれども、こちらにメンバーとして

参加していただいておりまして、ＭＯＲ、鉄道省は随時意見を聞いて調査を進めてきました。

また、本調査の野外調査に際しては、保護区、保全林、保護林を管理します州のDivisional 

Forest Officerの協力によって実施しておりまして、自然保護当局のデータや見解に基づいた

計画路線線形や対策案の検討を行っております。 

  次、コメント30番、保護区の分布図によれば、Mt Abu、野生生物保護区、Jossore野生生物

保護区、Balaram Ambaji野生生物保護区の一部を計画路線は切り裂きつつ地域を分断している。

ルートは変えられないのか。これによる動物種の移動ルートへの影響はないか。種の隔離を生

ぜしめるおそれはないか、こうした点についても検討の上記載すべきではないかというコメン

トにつきましては、前回の審査会で写真をお見せしていると思いますけれども、この３つの野

生生物保護区は、位置的には割と近くに分布しているものでして、このうち既存線が通過して

いる野生生物保護区はBalaram Ambaji野生生物保護区のみです。ここに並行腹付けということ

が考えられるんですけれども、ＤＦＣを迂回させることにより野生生物保護区内を通過しない

線形案としております。 

 なお、３つの野生生物保護区の位置関係については、既存線がある西側に位置するMt Abuそ

れからJossoreの野生生物保護区と、先ほどのBalaram Ambaji野生生物保護区の間には、既存

線に加えまして川、高速道路、農耕地などが既に存在しておりまして、保護区の間、特に高速

道路になりますけれども、分断を既にしておりますところ、本事業が新たに保護区の生態系上

の位置関係を変えるものではないと考えております。 

 31番、事業地の環境の現状が把握しにくい。これにつきましては先ほど野村委員から既にコ

メントをいただいておりますけれども、これにつきましてはファイナルレポートにて訂正して

いきたいと考えております。 

 32番、上記の点から、環境面の問題がない。大きな障害となる技術面、環境面の要素がない。

環境社会面からも本調査での提言事項が適切に実施されれば環境社会影響を回避・最小化する
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ことが可能であるなどの結論を導き出すことはできない。これらの表現の削除あるいは大幅な

修正が必要であるということにつきましては、第１期Ａ整備事業区間の範囲につきましては、

建物等の保全対象物を確認できる精度の衛星画像を使ったガイドラインデザイン、概略設計を

実施しておりまして、周辺環境及び社会への影響が最小となるようなルートを決めております。

以上のことから、表現の削除あるいは大幅な修正は必要ないと考えております。 

 33番にいきます。自然環境上のSensitve AreaとしてBalaram Ambaji野生生物保護区が上げ

られているが、この保護区を迂回するルートに変更されたこととの関係を整理すべきである。

むしろそれ以外の保全林や保護林、河川などが全区間に点在している状況を記述すべきである。

また、保全林や保護林ではなくても自然林などの自然生態系を通過する箇所があるのであれば

それについて記述すべきであるというコメントをいただいておりますけれども、まずBalaram 

Ambaji野生生物保護区は第１期Ａ整備事業区間となり、ガイドラインデザインを実施いたして

おります。そこでBalaram Ambaji野生生物保護区付近の路線計画はRITES社の当初計画では既

存線並行区間となっており、そのまま保護区内を通過することとなっておりましたが、現地調

査結果を受けて、鉄道省とも協議の上、ガイドラインデザインでは迂回する計画としておりま

す。 

  また、森林、河川の状況につきましてはドラフトファイナルレポートの自然環境調査の２で

区間ごとに記述しております。沿線に保全林及び保護林以外の保全対象となる森林はありませ

ん。インドではすべての森林は州政府が主体となって公有地として管理しております。また、

そのカテゴリーについてもDense Forest、Open Forestの名称での等級分けがされております

が、例えば名称だけですと密林ととれるようなDense Forestにつきましても、樹冠被覆率が

40％以上程度のものを差しており、他の熱帯諸国とはかなり質の違いが見られるものです。上

記以外では農地内の果樹や屋敷林があり、既に手が入っているようなものであると考えられて

います。 

  コメント34番にまいります。Vasai Road-Vadodara間で絶滅危惧種はいないと判断した根拠

となる調査の内容について記述していただきたい。またインパクトマトリックスを検討する際

に必要となる事業の内容や開発行為の項目について、Vol.３第10章の10.5.2と同様の記述を追

加した方がよいとのコメントをいただいておりますけれども、当該地区を担当します

Divisional Forest Officeへの聞き取り調査に基づき、影響が大きいと思われる地域、ここの

区間になりますとBoisar保全林となりますけれども、での現地の確認を実施しております。ま

た、適宜地元村落では住民への聞き取り調査を実施しました。 
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 なお、Vasai Road-Vadodara間は、第１期Ｂ整備事業区間であり、ガイドラインデザインを

行っていない区間になりますが、今後の路線線形変更の可能性も残っておりますので、今後の

課題に入れるようにいたします。 

 コメント35番、Boisar保全林内で伐採が必要となる樹木数を明記していただきたい。また、

迂回区間におけるSanjay Gandhi国立公園があり、公園への影響評価とあわせて線形の検討が

必要という記述から、今後の課題の中に明記することというコメントですけれども、Boisar保

全林につきましては、今のコメントの回答のとおり、Divisional Firest Officeへの聞き取り

査の上調査立ち入り許可を経た上で現地調査を行っております。調査結果としては、保全林地

内の通過はあるんですけれども、実際木がはえていないところを通過するということで、伐採

対象の樹木はありませんでした。 

 なお、Sanjay Gandhi国立公園の部分の第１期Ｂ整備事業区間でガイドラインデザインを行

っていないということから、今後の路線変形変更の可能性も残されておりますので、今後の課

題に入れます。 

 次に、コメント36番、影響が正か負荷を示すプラス・マイナスが明記されていないので追記

すること、これは自然環境のインパクトマトリックスのところを差します。また、樹木の伐採

が相当数に上ることから、項目20については基本的にＢ評価を与えるのが適当と考える。また、

表10-29で項目21の評価をＥとしているが、Fisher保護区への影響を考慮しておらず、訂正す

べきである。これについてはご指摘のとおり、プラス・マイナスが抜けておりましたので追記

いたします。それと、ご指摘のとおり項目20はＢ評価であるため同様に訂正させていただきま

す。それから、表10-29、Fisher保護区への影響を考慮した上での評価として訂正いたします。 

 以上です。 

○村山委員長 それでは、ここの部分、自然環境調査について、追加のご質問、コメントをお

願いいたします。委員の方いかがでしょうか。 

○田辺 コメント32に関してなんですが、恐らく村山委員はもう少し広い概念でコメントを出

していると思われる。ＪＩＣＡは衛星画像を使ったガイドラインデザインをしているから影響

が最小になると返答している。その衛星写真段階だけでのルートの選定での回避・最小化が図

れたかどうかということだけを聞いているのではなくて、ここはそもそも、もう少し細かな、

先ほど言ったような季節変動での実測調査といったような、いろいろな調査の内容を含めてこ

こは全体として今の段階で回避・最小化が図られているという結論を出すことは難しいのでは

ないかと聞いている。これが、恐らく結論の中でも最も重要な部分だと思われるが、審査会委
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員の中で大きく割れているようなので、もう少し議論が必要と思われます。 

 以上です。 

○村山委員長 32番について、今、コメントをいただきましたけれども、仮に要旨の35ページ、

ここの部分の記述に関してはコメントから省いたとしても、ほかの部分についてはかなり断定

的な表現をされているわけです。これについては非常に疑問を感じます。あくまで制約の中で

調査をされたということを考えれば、こういった断定的な表現はできないと思っています。で

すから、これは表現上の問題なのですが、そういう意味で表現の修正をすべきではないかとい

う意味ですけれども。もし今の時点で何か追加のコメントがありましたらお願いいたします。

ないようでしたら、これはこういうご回答をいただいたということで、最終的な答申案ではま

たそれを踏まえてまとめたいと思います。 

 ほかにいかがでしょうか。31番の野村委員のところは先ほどのご意見でよろしいですね。 

 それでは、もしないようでしたら、次の段階にいきますが、よろしいでしょうか。それでは、

37番から46番の環境汚染対策というカテゴリーでまとめられている部分です。お願いいたしま

す。 

○青木 コメント37番、西回廊の電化についてですけれども、本調査が提案している西回廊の

電化がどの程度の実現可能性を有するのかを判断するのに必要な記述が見られないように思わ

れる。そのため、仮に電化が行われずディーゼル等のほかの車両による操業も想定される。そ

の場合は環境社会影響のうち大気汚染についてはドラフトファイナルレポートで記述されてい

るような二次的データではなく、影響予測を含む評価と対応策を検討する必要がある。この点

に関する記述をお願いしたい。これにつきましては、本調査ではドラフトファイナルレポート

の第５章、基本的技術オプションの検討におきまして、ディーゼルとの経済比較を環境面も考

慮した上で検討し電化を推奨しております。また、ドラフトファイナルレポートのTask0＆1の

部分におきまして、ディーゼル及び電化を環境面も考慮し比較した上で電化の推奨を前提とし

た環境配慮調査を実施しております。 

 コメント38番にまいります。表10－38に本事業計画による開発行為、具体的な事業内容と考

えられる、を抽出し、表10－39にこの項目と公害項目のインパクトマトリックスを記載してい

る。（１）これに関して同様の整理を社会環境においても行うべきではないか。マトリックス

評価を行い、その結果として事業計画による社会環境面への影響項目が抽出される。これにつ

きましては、今、入っておりませんので、社会環境につきましても同様にマトリックスを掲載

いたします。 
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 （２）同様に自然環境面においても類似の整理を行うべきではないか。これにつきましては、

表は英文表記にはなっておりますけれども、当該マトリックスや自然環境も同じ開発行為に基

づいた評価を行っております。 

 （３）なお、表10－39などの公害項目は環境汚染項目と統一する。そのようにいたします。 

 次のページにまいります。コメント39、線路に近接して学校、病院等の施設や住宅がある場

合、貨物列車の騒音・振動の影響が予想されるという記述が複数の区間で見られる。このこと

は、線路周辺の土地利用状況を把握されていないことを示しており、このような状況で貨物新

線の影響予測並びに影響評価を適切に行うことは困難と判断される。この点について今後の課

題の中で詳細に記述すること。これにつきましては、今回しようとしたインドの環境基準値は

産業、商業、住宅、静寂地域となっていますが、実際土地利用状況を含めたゾーニングと対応

していないことがインド国の中央公害管理庁での聞き取りでも判明しています。現場へ行くと

そうかなというところであります。そのため、当該節では、沿線すべてでの土地利用の把握は

極めて困難なため、今後の課題としまして、今後の調査の実施の際に影響を受ける住宅での測

定の実施と対策工の検討を提案しております。 

 コメント40番へまいります。ＳＲは対象区間の鉄道沿線には数百ないし1,000施設以上が分

布すると想定されることから、60カ所に絞って調査を行ったことの限界を明確にし、追加指定

を行うべき調査の内容を今後の課題に整理すること。これにつきましては、ファイナルレポー

トでは沿線の人口密度が高い地域や、ＳＲサイトなどでの騒音・振動の追加調査の実施を今後

実施すべき調査等として今後の課題に整理記載いたします。 

 コメント41、これは鉄道騒音・振動の予測・評価、手法の検討のところですけれども、経験

式を求めるために対象とした15地点の選定方法と特性を明確にすること。これにつきましては、

ここに記述しておりますように記載したいと考えております。さらに調査地点の位置、測定時

間、天候、特記事項などをデータシートとして報告書などに別添として添付する予定です。 

 関連記載としましては、鉄道騒音・振動の測定場所は調査対象地域の５種から①貨物列車の

運行する路線、②ほかの騒音・振動発生源の影響はなるべく無視できる条件の場所を優先して、

主に都市部を中心に選択しております。日中及び夜間の測定実施のために安全性についても考

慮して選択したということで、先ほどのような各測定地点の詳細については添付資料をつけま

す。 

 コメント42番にまいります。条件設定として与えている約５分に１本は24時間均等にした場

合であり、夜間の走行を少な目にするとすれば、昼間はさらに頻度が上がるため騒音・振動の

 32



レベルは上昇する可能性があることを明記すべきである。左記コメントにつき、ファイナルレ

ポートで訂正したいと思います。 

 コメント43、Uttar Pradesh州Aligarhの迂回路以外ではすべての予測値が環境騒音基準を超

過していたことに対して、並行区間で貨物新線による鉄道騒音の寄与が大きいＳＲでは運行速

度の調整、防音壁、路線変更もしくは移転などの配慮も検討されるべきであろうという記述は、

Ｆ／Ｓとして適切であるとは思えない。より具体的な検討が必要である。このコメントに対し

まして、今回の調査では騒音・振動調査とその対策方法については先での回答の方針を考えて

おりますので、本記述について問題ないと考えております。 

 コメント44番にまいります。最後に記述しているＳＲ以外の家屋への影響を本調査により対

象としなかったことの妥当性について記述すべき。また、移転世帯とはならないが、線路近隣

に居住することになる世帯への影響に関する調査について、今後の課題の中で取り上げるべき。

これにつきましては、寺院等の宗教施設、病院、学校などのＳＲサイトの近隣には家屋が隣接

していることが多いことから、家屋での騒音・振動に関しましてもＳＲサイトでの結果を参考

に一般的な特性を把握できると考えております。 

 コメント45番へまいります。温暖化ガスに関して自然環境面で言及されているが、具体的な

記述がない。自然環境面に位置づけることがよいか疑問であるが、本事業計画は温暖化に及ぼ

す影響に関して記述すべきであるということにつきましては、本事業計画が温暖化に及ぼす影

響につきまして、大気汚染にかかわる記述の中で記載しております。定量的な評価につきまし

ては、ドラフトファイナルレポートでは12章の経済財務評価の中で取り扱っておりまして、本

事業実施に伴うトラックを主としました自動車排気ガスの削減効果と電化に伴う火力発電所か

らのＣＯ2排出量の算定と評価を行っています。また、ドラフトファイナルレポートの第５章

基本的技術オプションの検討におきまして、西部回廊の電化車両とディーゼル車両でのＣＯ2

排出量などの比較を定量的に実施しております。 

 コメント46番へまいります。ドラフトファイナルレポートの要旨、環境社会配慮面の妥当性

評価で、エネルギー消費量の減、地球温暖化ガスの削減が極めて大きい旨の記載があるが、定

量的な説明と詳細はどこに記載されているのか。あるいはなぜ環境の章に記載がないのか。さ

きに示しましたように、ドラフトファイナルレポートの第12章で自動車排気ガスにかかわる削

減効果、第５章で電化車両とディーゼル車両のＣＯ2排出量の比較を実施しておりまして、そ

の内容を要旨に記述するようにいたします。 

 以上です。 
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○村山委員長 それでは、ここの部分に関してご質問、コメントがありましたらお願いいたし

ます。 

○野村委員 19ページの43番の回答のところですが、２.（４）・（５）の回答でと書いてあ

るのですが、これはどこになるのですか。 

○村山委員長 コメントの２．の（４）・（５）ですね。２ページ、３ページの部分というこ

とでよろしいですか。２ページ、３ページでは、一番右側○となっていますので、特に修正は

されないと理解しましたが、ただ、43番については△になっていますので、これは何か修正を

加えられるということでしょうか。 

○青木 これは○の間違いです。 

○野村委員 振動についての基準がないという記憶ですが、騒音については既存の鉄道から発

生している騒音が基準値を既に上回っている理解でよろしいのでしょうか。 

○青木 １つは、今、騒音の基準というのは環境騒音の基準です。もちろん既存線の近隣では

環境基準は既に超えているというところがございます。 

○野村委員 並行路線を主に想定した場合、新線ができると騒音のレベルは上がるということ

でしょうか。 

○青木 既存線に新線がプラスアルファされた場合、基本的にそうなります。その理由としま

しては、現在よりも１日当たりの通過本数がふえるという意味での騒音は、レベルは上がりま

す。鉄道車両から一つ一つが騒音の発生というような意味からすれば、車両の改善だとか、レ

ールの改善だとか、そういうところから固体固体からは減る可能性はあるのですが、その発生

原単位というのは今資料がございませんで、それ自体についての把握はできていません。 

○村山委員長 確認をしたいのですけれども、３ページの下の方で記述されている、これはＤ

ＦＲの本体にもこういう記述だったというふうに記憶していますが、ＳＲ地点での鉄道騒音の

予測値は42から84デシベル、これはほぼすべての地点において静寂地域の環境値基準を超過し

ていると記述されています。これは、バックグラウンドではなくて、純粋に今回の新線、これ

を建設した場合の純粋な予測値ということでしょうか、それともバックグラウンドを含めての

ものでしょうか。 

○青木 バックグラウンドは入っておりません。それで単純に比較しただけです。 

○村山委員長 では、この値がバックグラウンドに加わるという理解でよろしいですね。 

○青木 そういう理解でよろしいです。 

○田辺 コメント37の西回廊の電化に関する部分ですが、現在インド政府では西回廊の非電化
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の意向を持っており、インド政府独自に調査を行っているという報道がなされておりまして、

もしそのような状況であれば、ディーゼルの大気汚染の影響、それから温室効果の影響等もあ

るので、やはり調査の不確実性が高まる。調査の結果、実際の事業の不確実性が高まると思わ

れるが、その辺の現状についてＪＩＣＡではどういうふうに考えているのかをお聞きしたい。 

○西野 現地から説明させていただきたいと思います。 

○増沢 それでは、私から、代表して。今、ご指摘の件ですけれども、今この調査が終わる中

で一番懸案になっています。電化が鉄道の幹線鉄道、いわゆる交通量の多い、列車運転本数の

多いところにおいては電化が経済的にも有利というのは明白でありまして、かつ大気汚染、Ｃ

Ｏ2の発生というものも非常に少ないということで、経済的にも環境的にも有利というのは、

もうこれは自明の理である。したがって、その延長線からいくと、電化というのが西回廊でも

当てはまらなければいけない。これについては、鉄道省も異議を唱えておりません。経済性及

び環境面では電化が有利、将来は電化すると鉄道省は言っております。 

 なぜ当初から電化にしないのかというのは、コンテナの二段積み輸送方式、ダブルスタック

コンテナ方式というのがあって、これも道路交通に対して鉄道のコンテナ輸送が一つの大きな

有利性を持つところでありまして、これを鉄道のコンテナ輸送で推進してモーダルシフトを図

っていきたいというのがあって、これはこれでポリシーとしては立派なものですが、ダブルス

タック、コンテナを二段積みにした上で電化という例が世界でも非常に限られている。これは

中国で一例あるだけです。さらに、インドが目指していますのは、インドは世界で一番軌間の

広い、1.6メートルを超える広い軌間なものですから、ダブルスタックの中でも重心位置が高

くなるフラットタイプという、１列車の貨車の数が一番多くなる、世界でも初めての例なので

すが、そういったものでやりたいということがあって、このダブルスタックの輸送方式と電化

との組み合わせが世界的にプルーブになっていないというところが、今唯一残った争点になっ

ています。これについては、我々はダブルスタックの場合でも、技術的には、これは純電気工

学的な技術ですが、パンタグラフの動作が問題になるのですが、これについては現在の世界で

商業化されている広範囲の動作を持つ高揚程のもの、これで対応可能であるので、仮にダブル

スタック、フラット方式の場合でも電化を前提にして計画を進めるようにというのが、我々の

提案、結論になっています。この部分がまだインド側と調整がとれていないということで、以

前インド側は、昨年度において西回廊はディーゼルであるということが既定路線ということで

譲らない、かたくなな態度だったのですが、現在では経済性及び環境面では電化なので将来は

電化をする。ただし、近い将来においては証明されていないので、意思決定できないという状
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態になっております。 

 以上です。 

○長谷川委員 少し後戻りになるかもしれませんが、17ページの36番、このところで、環境的

なインパクトにはプラスとマイナスがあるということが確認していただきました。さらに、38

番のところで、環境の影響には社会環境と、それから、自然環境があるということも確認して

追記していただけることになりました。さらに、19ページにいきまして、45番と46番、ここに

は環境での結果と、それから、経済、財務の結果の中に不整合があったということがここに指

摘されていると思うのですけれども、これは前回私コメントしたこととも関係するのですが、

今ここの資料にはありませんが、全体の経済分析を行った結果、内部経済収益率が西回廊

14.02、それから、東回廊が14.46となりました。これは非常に高い数字で、経済分析上妥当で

あるというふうな結論であるというふうに書いてあったのですけれども、この数値を算定する

に当たって、環境から大気汚染にかかわるプラス面だけをもってきている。それから、社会環

境でもプラス面だけもってきてこの数字を出してきたということですが、先ほど言いましたよ

うに、プラス面、マイナス面があって、社会環境も含まれるということであれば、マイナス面

の環境的なインパクトについても計上しながら、この内部経済収益率を算定しないと、これは

いいところどりで、片手落ちの、高く過大評価した結果の数字を出しているというふうな気が

するのです。 

 もちろんマイナス面の環境面を経済評価に含むということが難しいということがあるかと思

います。もしそうであるならば、ここで出してきた内部経済収益率の数値というものは、マイ

ナス面の、あるいはプラス面でもいいのですけれども、なかなか難しくて、算定できなかった、

経済評価できなかった環境面については含んでいない数字ですというふうなことをぜひ明記さ

れた方が間違いなくていいのではないかと思います。 

○青木 まず、経済評価の中での温暖化ガスにつきましては、45番の回答のところで書いてあ

るんですけれども、電化による発電、それに伴います火力発電所からのＣＯ2排出量というの

を算定しておりますので、これはマイナスの部分になると思います。 

 それと、そのほか厳密にはいろいろとあると思うのですが、以前も住民移転にかかわるよう

な社会的マイナスのインパクトを経済評価のコストの中にということがありますが、これにつ

きましては、100％ではないかもしれませんが、一つは損失補償という中での用地取得費とし

てコストに入っているという面と、回答の前の方でも環境対策工についてのコストとしてコス

ト側に見ているというところで、ある程度につきましてはマイナスインパクトをコストに置き
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かえた形で経済評価の中に盛り込まれているというふうに考えてもよいかと考えます。 

○長谷川委員 なるだけ盛り込んだということは理解しまして、よろしいかと思います。ただ、

盛り込めていないものもありながら、内部経済収益率も計算しているというあたりの記述はあ

ってよろしいかなと思いますが。 

○増沢 インド側から少し補足させていただきます。経済分析では、コスト側に総工費用の削

減と時間短縮というものが入れてあります。それと、ＣＯ2の削減効果も入っていて、そのほ

かにもろもろの交通事故の削減とか、ちょっと記憶は不確かなのですが、幾つも入れてありま

す。ただし、その中でほとんどが総工費用の削減便益と時間短縮でありまして、あとはほとん

ど最後の数字に影響してこないというものになっています。したがって、コスト側も確かにお

っしゃるとおり環境対策工というものが全部入っていないという指摘があるかもしれませんけ

れども、全体のコストの中で今漏れているものは非常に少ない。パーセンテージでいけば

0.1％以下のところになってくると思います。大きいものについては、例えば迂回路のサービ

スロードのお金だとか、サービスＲＵＢといっていますけれども、アンダーパス、こういった

ものとか植林、そういった大きい項目についてはすべてコストに入っていますので、そのほか

考えられる防音壁の特定箇所の設置とか、そういったものは経済計算そのものの結果大きく数

値を変えるものではないと認識しております。 

以上です。 

○村山委員長 それでは、ほかの点いかがでしょうか。先ほど37番の西回廊の電化についてご

指摘をいただいて一応コメントをいただきましたが、この時点でもまだ懸案だということであ

れば、コメントの内容についてはもう少し明確な形で書く必要があるかと思っています。とい

うのは、やはりディーゼルになった場合の影響というのが少なくないだろう。先ほどもコメン

トにありましたように、５分に１回、あるいは昼間に集中的に走るとすれば、この影響は騒音

と並ぶ形で恐らく出てくると思いますので、そういったことに関して調査の必要があるだろう。

少なくとも今後そういうことになれば必要になると思います。ですので、いつの時点でこうい

う判断になるのかというのはなかなか難しいところがあるかと思いますが、今の時点でもまだ

確実でないということであれば、この点については明確にしておきたいと思います。 

 それでは、ほかの点はいかがでしょうか。 

○満田 今、村山委員長のご指摘のディーゼルか電化かという点は、Ｆ／Ｓの根幹にかかわる

前提だと考えております。この開発調査が電化を前提としたということで今調査団から再三ご

説明があったところなのですが、これは今でも明記していると思いますが、本当に強調して明
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記された方がいいと思います。これによって、今まで議論してきた、例えば経済的な分析です

とか、そこら辺についてもかなり効いてくるわけですし、実際問題将来は電化だったとしても、

この事業実施時点でディーゼルということであれば、このＦ／Ｓの前提は大きく変わってくる

と考えております。 

 以上です。 

○村山委員長 ほかにいかがでしょうか。43番ですが、現在の表現であると、寄与が大きいＳ

Ｒでは変更あるいは移転などの配慮も検討されるべきであろうというような表現ですが、私は

やはりＦ／Ｓレベルでこういう表現というのは適切だとは思えないのです。ですから、何らか

の形で表現の変更は必要ではないかと思いますけれども、いかがでしょうか。それでもなお現

在の形でよいということであれば、そういうふうに理解をします。 

○西野 ここの部分につきましては、要するに今後実際の、どこのサイトにどういうような対

策を立てるか立てないかという、そのオプションについての説明をここでしているということ

でございまして、今のＦ／Ｓの時点では、例えばどの場所に騒音対策が必要か、必要でないか

という判断をここではしていないということで、これを、もちろん与えられた、要するに、パ

ラメーターを使って地域ごとに予測はするんですけれども、それを具体的にやる、やらないと

いう判断は次のステージでやるという、そういう意味です。 

○村山委員長 わかりました。今、ご指摘いただいた点は私の理解と特に変わりはないと思い

ます。その上でこういうコメントを出しております。要するに、例えば防音壁が必要な区間に

ついてはまだ決定はできていないという、そういうことですね。 

 それでは、ほかにいかがでしょうか。なければ次の部分、あと２つのパートになりますが、

次は環境影響軽減措置、47番からステークホルダー協議、環境管理計画と事業実施計画、ここ

までまとめてお願いいたします。 

○青木 47番へまいります。10－８環境影響軽減措置に関して、特に環境汚染の項目の記述は

一般的内容にとどまっている。事業計画に即して地域性のある項目はできるだけ地域の実情を

踏まえた記述とすべきである。これにつきましては、環境汚染の項目は主に工事対策で影響回

避・最小化を図る対象項目が多くございます。例えば、水質につきましては橋梁部における対

策検討の提案など、施設での記述としております。最も問題となると想定されました騒音・振

動につきましては、影響対象として検討すべき宗教施設、病院、学校などのＳＲサイトを中心

として検討いたしました。 

 コメント48番へまいります。不法占有者に対する土地権利の提供の具体的な土地面積の数値、
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75平米までの根拠を示すこと。提供されたＥＩＡ報告書との関連から、本軽減措置の内容のう

ちＮＲＰの規定していることと本調査で提案していることとの区別を明確にすること。これに

つきましては、当該数値はＮＲＰ2006に規定しております都市居住者への移転用住宅の面積と

本調査での不法居住者への聞き取り調査を参考に提言しているものです。本調査の提言としま

しては、以下の主要な４点がＮＲＰ2006と主に異なる点です。１）再取得価格をベースとした

移転補償と交渉の実施、２）再取得にかかわる調査の実施、３）不法居住者への移転補償支援

の実施、４）低所得者層ほど補償単価を引き上げるような仕組みの導入ということです。 

 コメント49にまいります。これは第10章、10.8.3.1のところに書いてある事項に関連して、

（１）大気汚染対策、西回廊において電化が実施されなかった場合の対応策について記述を追

加すること。（１）につきましては、ドラフトファイナルレポートにおけます環境社会配慮調

査、ＥＩＡレベルでは、Task0＆1で妥当性の検証を行った電化を前提としているため、電化が

実施されなかった場合、すなわちディーゼルの場合についての対応策についての記述を行う必

要性がないと考えました。また、ディーゼル、いわゆる非電化と電化での比較の一つとして、

地球温暖化ガスに関する検討も実施しております。 

 （２）騒音・振動、調査内容等の対応から区間ごとに詳細に記述すべきと考える。特にＳＲ

に関して、考慮すべき点を詳述に含める必要がある。これに対しまして、ファイナルレポート

では当該対策にかかわる記述の中でＳＲに関して、以下のように考慮すべき点を追記します。

抜けています。要するに、ファイナルレポートでは追記いたします。 

 50番へまいります。本調査終了によって完成するＥＩＡがインド側の最終承認に至るまでに

インド側関係者に公開され意見聴取が行われるよう報告書の中で注意喚起すべき、これにつき

ましては、10.13、結論と提言に同内容を追記いたします。 

 コメント51、第２ステージ、フィードバック会議、第３ステージ会議において、被影響村の

参加率が相対的に低い地区の理由について記述していただきたい。また、比較的迂回路の路線

決定がおくれていることから、Surat地区において第３回ステークホルダー会議が実施できて

いないということは、極めて大きな問題と考えられ、環境社会影響の評価に不確定要素を残す

ことになっている。さらに、Banas Kanthaにおける第３回ステークホルダー協議では参加者の

ほぼ９割が反対を表明し、農地の移転対象となる住民からは、現在の路線計画が進められるこ

とに対して命を賭しても抵抗するという極めて強い意見が述べられている。こうした内容を本

体にも記述しておく必要がある。また、実施した会議については参加者内のＰＡＦの割合、Ｓ

Ｃ/Ｔの会議への参加度合いを可能な限り整理して、表形式で示すとともに、会議形式では把
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握が困難な女性や母子世帯との協議方法について今後の課題の中に記述すること。この点に関

して、提供された２つのDistrictのＥＩＡ報告書にある記述の詳細度にはかなり差がある。

Banas kanthaのＥＩＡで記載されている程度にChandauliの報告書も充実させ、ほかの

Districtも同様のレベルで記述すること。これにつきましては、まずステークホルダー協議へ

の参加率が相対的に低い地区につきまして、主に用地取得、住民移転にかかわる詳細が決定し

ていない状況で参加に関心が低くなっていると聞いております。このような内容をファイナル

レポートに追記いたします。Surat地区ですけれども、ガイドラインデザイン対象外の第１期

Ｂ整備区間でございまして、Ｆ／Ｓレベルの路線線形が確定しておりませんので、今後の調査

実施の際の対応と考えております。 

 また、迂回路では都市部を迂回するために通過する農地が主な取得対象用地となります。

Banas kanthaの例に見られますように、Gujarat州では小作農家が多く、公共事業に伴う用地

取得によってその後の生計が立てられない事例が発生しております。こうした過去の事業と同

等の生計回復に不十分な補償が本事業でも行われることを懸念し、反対が多いと考えられてお

ります。そのため、生活補償を十分に提供する措置の検討と、被影響住民への十分な説明、意

見交換が必要であることを本調査では提言しております。このような地域的な事情についても

ファイナルレポートに追記いたします。 

  環境管理計画、コメント52番にまいります。10.9、環境管理計画と環境モニタリング計画に

関して、（１）環境管理計画において、環境汚染の計画が記述されていない。意図的に記述を

削除しているのであれば理由を、単に不足しているのであれば明記すべき。これにつきまして

は、環境汚染にかかわる事項は名称では社会環境管理計画という中に含めております。 

  次、コメント（２）社会環境、自然環境のいずれの環境管理計画についても内容が総論的な

指摘の列挙にとどまっている。現時点でわかる範囲でより具体的に計画の策定主体、計画の目

的、計画の主な内容、計画の実施方法や実施主体等の事項について記述すべき。これと（３）

番、環境モニタリング計画の内容についても総論的内容にとどまっている。上記と同様に現時

点の範囲でより具体的なモニタリングに関する内容を記述すべき。これにつきまして、ファイ

ナルレポートではほかのＦ／Ｓでの環境管理モニタリング計画と同様に、計画の策定主体、目

的、内容、実施方法や実施主体等の事項について整理したものを追記させていただきます。 

 （４）番、資源環境項目や騒音・振動に関してコメント１で述べたように、本レポートでは

現況調査とその分析が不足しており、したがって限られた情報での予測となっている。この点

を考慮すると、今後の事業計画の進展及び事業の実施等にあわせた適切な管理と対応を行う環
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境管理計画と環境モニタリングは極めて重要であり、この節にここに述べた趣旨を取り入れた

表現を追記すべきということにつきましては、今後の事業計画の進展及び事業の実施等にあわ

せた適切な管理と対応を行う環境管理計画と環境管理モニタリングが重要である旨はファイナ

ルレポートで追記させていただきます。 

 コメント53番へまいります。プロジェクト実施時の社会環境管理計画はよく練られているが、

もう一歩踏み込んで、実際に社会的弱者への配慮が実現する確率を高めるためにも、より具体

的な対策を明示する必要があるのではないか。例えば、住民移転計画の経験を有するＮＧＯを

雇用するようにインド政府に働きかけるということであるが、同じＮＧＯといっても与党寄り

から反体制的な団体までいろいろあるし、弱者の視点に立つ組織から、その反対の立場に立つ

ものまで、実に多様である。そうした中、どういうＮＧＯが実際に住民のために雇われるべき

なのかまで踏み込んだ提言が必要になると思われる。これにつきましては、このような当該Ｎ

ＧＯは本事業の住民移転計画フレームワークに基づきます詳細住民移転計画の策定やその実施

を適切に遂行できますＮＧＯであることが条件になると考えています。ファイナルレポートで

は排除条件の詳細ということではなくて、そこら辺は難しいところはありますので、ファイナ

ルレポートでは適切な住民移転計画の策定または実施の経験を有するＮＧＯというふうに訂正

させていただきたいと思います。 

 コメント54番にまいります。要旨パラ110のところですけれども、ファイナルロケーション

サーベイが終わっていない段階でのＥＩＡ及び環境管理計画であることを明記すべき。これに

つきましては、本調査では、繰り返しになりますけれども、建物等の保全対象物が確認できる

精度の衛星画像を使ったガイドラインデザイン、概略設計を第１期Ａ整備事業区間で実施して

おります。その結果をもとに、ＥＩＡレベルの調査を実施しております。すなわち、ファイナ

ルロケーションサーベイは1,000分の１縮尺の地形図を使った詳細設計に該当するものでして、

今回調査ではＦ／Ｓレベルでの第１期Ａ整備事業区間のＥＩＡレベル調査は終了することと考

えております。 

 事業実施計画、コメント55にまいります。こちらの要旨125、事業実施スケジュールにかか

わるところですが、土地収用・移転補償に最低18カ月とあるが、この根拠が不明確である。日

本においても路線確定から用地収用手続に入るには最低３年といわれていることをかんがみ，

協議や補償費算定のための市場価格調査や資産調査、合意を得るまでの時間などを積み上げて

示すべきである。これにつきましては、用地取得法に記載されております個々の手続に必要な

期間を合計すると約18カ月必要になります。これまでの鉄道プロジェクトやデリー・メトロの
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用地買収の例でも、約18カ月が標準的な用地取得期間となっております。ドラフトファイナル

レポートのTask0＆1のレポートですけれども、そちらの住民移転計画、フレームワークのとこ

ろで、各種の用地取得法として記載した文書の中に個々の手続に必要な日数を記載しておりま

す。 

○村山委員長 それでは、47から55の部分ですが、いかがでしょうか。48番については、こう

いうご回答だということですが、これについて、明記されていましたでしょうか。私が拝見し

た限りでは提案事項との違いはよくわからなかったのですけれども、もしないようでしたらこ

れは追加あるいは修正で加えていただければと思います。 

○青木 確認の上そのようにさせていただきます。 

○村山委員長 それから、確認ですけれども、55番のところで回答されているＤＦＲVol.2

（Task0＆1）というのは、これは配布されていましたか。 

○青木 はい。配布されております。 

○村山委員長 これは後で確認させていただきます。 

 それでは、ほかにいかがでしょうか。 

○満田 コメント55に関しまして、お答えは用地取得法には18カ月というようなことが示され

ているということですが、この用地取得法を私も読んだことがあるのですが、これは本当に土

地収用のための最低必要な手続を示したものです。ですから、いわゆるＪＩＣＡ国際金融機関

の環境社会配慮に示されているような住民の配慮を行うために必要な18カ月では当然ないわけ

です。ですから、これは村山委員長のコメントのとおり、やはり十分な協議、それから、補償

費算定のための調査などを得るための期間というのは、Ｆ／Ｓレベルでしっかりと示していた

だきたいと考えております。 

 以上です。 

○村山委員長 それでは、ほかにいかがでしょうか。 

○柳内委員 例えば、54番のコメントに対するお答えの中で、ＥＩＡレベル、それからコメン

トの中ではＥＩＡという言葉、全般に通じてＥＩＡということと、それから、ＥＩＡレベルと

いう言葉が表現されていますが、あえて調査団の方ＥＩＡレベルという言葉を使われているよ

うに思うのですが、この辺の差といいますか、認識はどんなふうにお考えでしょうか。 

○青木 これは幾つかの観点があると思うんですけれども、まず１つ、ＥＩＡという場合に、

法制度で定められた手続を含めた技術的なものに関しても、ある一定の国なり地域で定められ

た法制度にのっとったものということになりますと、まずこの調査は鉄道事業がインド国の環

 42



境影響評価制度に載っていないということから、それとはちょっと違うものであるということ。

もちろんインド国での環境影響評価制度でやるべき事項なども参考にしておりますけれども、

ただ、一つは明確にそれとは手続上インドのＥＩＡ制度にのっとってやるものではないという

ことがあります。これに関しましては、鉄道省も明確に分けてくれという現地の事情もありま

すけれども、それとは違って、現地のＥＩＡ制度にのっとったものと全く一緒ではないという

こと。 

 それから、もう一つは若干明確に回答案で分けている一つに、審査委員の方々がＥＩＡと申

されるときに、日本のＥＩＡ制度を基準にされるケースがかなり多いと考えています。そうな

りますと、日本の国内の制度、法制度もそうですけれども、技術指針とか、そういったものに

も関連してきまして、日本の場合割とかなり緻密なところまで求められるところですけれども、

そういったところをこういう途上国でこういった環境調査を行う場合、いろいろな事情からで

きないような面もあります。そこまで必要でないという面もあると考えておりまして、そうい

った大きく２つの違いといった面もあります。 

 それと、もちろん本調査はＪＩＣＡの調査ですので、ＪＩＣＡの環境社会配慮ガイドライン

に基づいてやっておりますところを、そこでは環境社会配慮調査というものを大きくＩＥＥレ

ベルとＥＩＡレベルという呼称を使っておりますので、それに準じて扱っているということで

もあります。 

○村山委員長 今の一般的な見解について理解はしますが、ただ、私の54番のコメントに関し

ては、例えばBanas Kantha Districtの個別のレポートがありますけれども、この中に

Environmental Impact Assessment という章がありますね。それと環境管理計画の部分を

差しているわけです。ですから、実際の報告書でそういう言葉を使われているということがあ

りますので、それでレベルという言葉を使っていないのです。 

○野村委員  騒音と振動についてなんですが、対策をするなりしてこれ以下に下げたいという

目標値の設定はありますか。 

○青木  本調査では目標値の設定はしておりません。 

○村山委員長 今のお話は、どこの部分に関連することでしょうか。 

○野村委員  現状でも騒音値が環境基準を超えていて、新線が加わるとさらに騒音の負荷が高

まる。それに対して防音壁とか必要があれば対策を講じる箇所もあるでしょうというのがスト

ーリーだったと思うのですけれども、そのときにどういう地点であれば対策を講じるのか。対

策を講じた結果としてどの程度まで下げられればいいなと考えるのか。既に現状値が上回って
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いるので、この事業としてどこまで対策をとっていくのかは、整理が難しい気はしますが、例

えば現状よりは悪くならないというのも一つの考え方だと思いますが、調査団として考え方の

整理というか、何か持っておられるのかどうかを知りたいのですが。 

○村山委員長 今のお話のように、現状非悪化というのは一つの方針だと思いますが、既に純

粋な予測値でさえ基準を超えるという状況ですから、それも実際はかなり難しいですね。 

○西野 先ほど青木からも説明があったと思うのですが、確実な悪化というのは頻度がふえる

ということで、そこについては確実に、今まで１日10回うるさいのが100回になるというよう

な、そういう悪影響というのは避けられない状況で、もう一つのマキシマムノイズといいます

か、それについては現段階ではまだ明確な答えが出ていない。ただ、ロングレールを使うとか、

電気機関車を使うということで、マキシマムなノイズというのは今よりも上がらないという可

能性があるというところで、そこの頻度の増大に対する対応というところは、具体的な対応と

いうのが今のところ検討がまだされていないという状況です。ただ、マキシマムなノイズとい

うものについては、それが基準をクリアするかしないかという問題については、まだちょっと

はっきりしないところがあるという状況です。 

○田辺 今の騒音の話ですが、これは既存路線の場合は既存路線の外側に新しい路線を作ると

いう理解でよろしいですか。そうすると、つまり線路脇に家屋があって、移転しない場合の家

屋があるという場合は、より線路に近くなるという理解でよろしいですね。その場合、その家

屋への騒音はかなり激しくなると予想されるのですが、そういったことは想定されていないの

ですか。 

○西野 もちろんそういったケースが生じることは、想定はしております。 

○村山委員長 その点は既にこれまでのコメントと回答の中で多分出てきていると思います。

ただそれがどういった地区になるのかということは明確ではない。そのために防音壁等の対応

については今後の課題ということですね。基本的に、既に基準が超えている地域にさらに物を

つくるわけですから、非悪化といっても基準を超えている状況にはなるわけですね。恐らく、

非悪化というのは、非常に難しいことになると思いますので、その点の最大限努力をされたと

しても、どの地点を優先的に対応するかというようなことになると思います。 

 ほかに何かございますか。最後の部分が終わってからもし全体で何かあればまたコメントを

いただきたいと思います。それでは、56以降、最後までお願いいたします。 

○青木 では、プロジェクト評価、コメント56番へまいります。要旨の記述ですけれども、環

境社会配慮面の妥当性評価のところで、第１期Ａ整備事業範囲については調査団の策定した路
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線、停車場、橋梁のガイドラインデザインに従ってインド側で設計が深度化されれば自然環境

及び社会環境に対する深刻な影響は回避・最小化できると判断されたと記述されているが、上

記を初めとする観点から不適切な記述である。これにつきましては、まず第１期Ａ整備事業範

囲のＤＦＣ路線計画及び停車場計画のガイドラインデザインの策定に当たりましては、個々の

住居や建物が特定できる精度の衛星写真を使い、周辺環境への影響が最小となるようなルート

や施設の位置、レイアウトを決めており、その結果を受けてレポート該当部分の判断に至って

おります。すなわち、Ｆ／Ｓに必要な精度の調査は実施したと考えております。 

 一方で、表現ですけれども、設計が深度化されればとの表現が理解しがたいと考えておりま

すので、下記のように修正いたします。下線部分になりますけれども、「ＦＬＳが完了し、環

境管理計画、環境モニタリング計画、住民移転計画のフレームワーク等の提言が実施されれば、

自然環境及び社会環境に対する深刻な影響を回避・最小化ができると判断された」とさせてい

ただきます。 

 コメント57番へまいります。要旨132、事業実施計画面の妥当性評価のところで、第１期Ａ

整備事業について、調査団は2008年から９年工事開始、工事期約６年を提案していると記述し

ているが、いまだ概略設計が終わっていない区間もあること、必要な環境社会影響調査が十分

に行われていないこと、被影響住民との協議が難行している地域があり、合意形成のための手

続を丁寧に行うためには時間がかかること、詳細設計に要する時間などから2008年から９年着

工というのは非現実的と判断されるため、削除または修正すべきであるということにつきまし

ては、第１期Ａ整備事業区間のガイドラインデザイン、すなわち概略設計は今回の調査で実施

しております。また、この区間の中の既存線並行区間の建設用地の多くは鉄道省の既存用地が

利用可能です。 

なお、このような箇所での追加用地取得対象となる隣接民地も地域分断の問題がないため、

比較的用地取得が容易であり、このような区間では2008年にでも土木工事の着工は可能となり

ます。 

次に、結論と提言にかかわるコメントにまいります。58番、路線の不確定や情報の不足に伴

う調査の限界と結論部分の記述につきまして、コメント、本調査においては住民移転を最小化

するため迂回路の設定を提案する努力がなされている一方で、迂回路の路線が確定しない箇所

があり、加えて10.1.3に記載しているように、本調査においてはＦ／Ｓの実施に必要となる地

図等の情報が十分に得られていない。これらに加え、上記３に示した点も考慮すると、Ｆ／Ｓ

として十分な調査が行えなかった部分があると考えるのが妥当である。このため、結論部分に
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ついてはあくまで現時点での調査結果に基づく慎重な内容とし、断定的な表現は除くことが求

められる。 

これに対しまして、第１期Ａ整備事業区間の路線計画は、繰り返しになりますけれども、建

物等の保全対象物が確認できる精度の衛星画像を用いて周辺環境、社会への影響が最小となる

ようなガイドラインデザインが策定されています。これは通常のＦ／Ｓに十分な内容の調査で

あると認識しております。一方で、第１期Ｂ整備事業と第２期整備事業の両区間につきまして

は、ガイドラインデザインを策定しておりませんことから、本区間内の迂回路の路線は確定し

ておりません。 

コメント59にまいります。結論と提言、要旨パラ133、本調査の結論のところですけれども、

第１期Ａ整備事業については、事業実施が技術的に妥当と判断され、環境社会配慮面からも本

調査での提言事項が適切に実施されれば環境社会影響を回避・最小化することが可能と記述し

ているが、根拠が不明確であるため削除すべきである。これにつきましては、№56及び57に示

しましたとおり、ドラフトファイナルレポートに記載済みです。 

次、今後の課題・今後実施すべき事項にかかわるコメント60、本調査では住民移転の最小化

を図るため迂回路区間の設定が継続的に進められている反面、路線の不確定による社会環境調

査が困難になっている地区も見られる。特にVasai Road-Vadodara間のSurat迂回路では、路線

の確定までステークホルダー会議を開くことができない状況にある。こうした状況から生じる

課題を今後の課題として明確にすること。これにつきまして、Vasai Road-Vadodara間のSurat

迂回路は、ガイドラインデザインを策定している第１期Ａ整備事業区間でないところになりま

す。このような区間に対しましてはドラフトファイナルレポートではインド側によるルートの

再検討及び必要な追加調査の実施を求めております。 

コメント61番へまいります。要旨の今後実施すべき事項の中で、円借款を含めて国際金融機

関からの資金での工事を実施する場合はＥＩＡの政府承認が不可欠である。特に第１期Ａ事業

で円借により実施が想定される区間については2007年11月末までにＥＩＡの政府承認を得るこ

とと記述しているが、上記で示したとおり相手国政府のＥＩＡの審査、承認は内容を十分に検

討した上で厳格に行われるべきであり、スケジュールにあわせてこの手続を急がせることは極

めて不適切である。ご指摘のようにスケジュールにあわせて手続を強制するものではありませ

んので、文言を修正したいと考えます。円借款を含めて国際機関からの資金で工事を実施する

場合は、今後早期に必要な検討を加え政府承認を得ることというふうに修正させていただきま

す。 
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コメント62番、「現地ステークホルダー協議において本事業に反対する意見が出ていること

に鑑み」に相当するステークホルダーの反対理由について記述すべきである。これにつきまし

て、ファイナルレポートでは下線部分の「過去のプロジェクトで適切な補償や支援がなされな

かった経験などを理由に」というところをつけ加えさせていただきます。 

コメント63番へまいります。住民移転は本事業の最も大きな影響の一つであるため、以下の

内容を追記すること。本事業を実施する場合は、ファイナルロケーションサーベイに基づき、

被影響住民の土地・資産に関する市場価格調査を実施すること。本事業の補償政策は同調査に

基づいて策定すること。また、Right of Way内に居住するスクウォッターについても協議の対

象に含め、立ち退きにより貧困化することのないよう十分配慮する計画を策定すること。当該

事項についてはＪＩＣＡとして適宜フォローアップを行うこと。これにつきまして、実施の際

に事業実施主体となりますＤＦＣＣＩＬが内部モニタリングのためにインターナショナルコン

サルタントを採用するほかに、ドナー側から外部モニタリングのコンサルタントを別途参加さ

せることを提案することを追記したいと考えております。それ以外につきましては、ファイナ

ルレポート、要旨の当該パラグラフに追記いたします。 

コメント64番にまいります。 

○村山委員長 64についてコメントは結構ですので、対応だけ。 

○青木 （１）（２）、不法占有者を含む被影響者に対する詳細調査につきましては、ＦＬＳ

の結果に基づく用地境界の確定に応じて実施するセンサス調査や、用地取得調査において全数

を調査し把握することを提言しています。記述は記載のとおりです。 

 （３）コメント52の２及び３の回答案のとおりファイナルレポートで追記する自然環境に係

る環境モニタリング計画において、野生生物保護区、近隣通過区間の季節的なモニタリングを

追記いたします。 

 （４）ＳＲへの影響の全数調査につきましては、詳細設計図に全数把握の実施と重点把握Ｓ

Ｒの抽出と影響予測、対策案の策定についてファイナルレポートの該当章に追記いたします。 

 （５）騒音・振動に係る一般の家屋や民間施設に対する影響検討を詳細設計時に現地の詳細

な情報に基づき適宜実施する旨をファイナルレポートの10.5.8に追記いたします。 

 （６）迂回路の線形確定がおくれている箇所はガイドラインデザインを実施していない第１

期Ｂ及び第２期整備事業区間であるため、今後の調査の対応となります。 

 （７）当該内容は、ファイナルレポートの10.10.3（４）本調査以降のパブリックコンサル

テーションの継続的な実施に追記いたします。 
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 詳細な記載のところですけれども、いずれも追記させていただきますけれども、調査スケジ

ュールで日付の記載がおかしいということにつきましては、この図の中で三角マークが当初予

定していたもの、それから日付が実際に実施した日付をあらわしているということです。その

ほかはご指摘のとおり追記、修正等したいと考えております。 

 以上です。 

○村山委員長 それでは、最後の部分ですが、いかがでしょうか。結論の部分に関しては、区

間ごとにかなり対応が違うということがありますので、そこを明確にしてほしい、全体的には

そういうコメントです。 

 野村委員、何かございますか。 

○野村委員 25ページの64のコメントに対する回答について、（４）ＳＲＬの影響の全数調査

については云々で、環境予測対策案の策定を追記しますとなっています。対策をとることは既

におっしゃっておられるのでいいのですが、ここは対策が必要だ、ここは必要ではないという、

何かの判断基準があるんだろうなと思います。先ほど既に基準値を超えているという問題もあ

るので、すぐに判断基準の数字を出せといっても無理かもしれませんけれども、何かしらの判

断基準、対策を行うか行わないかという判断が公平に行えるような何かがあった方がいいだろ

うなという気はします。 

○村山委員長 では、今の点は最終的にまとめるときに追加していただければと思います。 

○田辺 61番についてなんですが、スケジュールを強制するものではないと言いつつも、今後

早期にという風に書かれている。この早期にという言葉を入れた根拠はどこにあるのでしょう

か。 

○青木 その前段にあります国際金融機関等からでしょうけれども、資金を調達する場合には、

それなりに環境社会配慮、今後やっていくべき事項も含めますので、そういった意味で早期に

実施しないとそういった資金手当ても受けられないというような意味合いも含まれております。 

○満田 コメント57番です。2008年から2009年の工事開始というのが、私はかなり無茶なスケ

ジュールだなという感想を得ました。何か急ぐ理由があるのかもしれないのですが、先ほど言

いましたように必要な環境社会配慮を行う、住民協議を行う。あるいは必要な調査を行うとい

うことにはそれなりの時間もかかりますし、もちろんその他の環境社会以外の手続もいろいろ

ありまして、今のＥＩＡの承認も含めまして、非常に全体的に急ぐ急ぐというスケジュールに

なっていまして、そういう書き方はいまだディーゼルか電化かというようなインド側の合意形

成も行われていないということも考えると、ある意味非常に危険なのではないかという感じが
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いたしました。 

 以上です。 

○中村委員 今の57に関連してのことですけれども、これで村山委員長のコメントは用地取得

ができないからとか、どこが買収ができていないとか、隣接地がどうこうということでコメン

トしていらっしゃるのではなくて、必要な社会環境影響調査が十分に行われていないので、こ

の時点で一部だけでも着工するのは難しいのではないかという意図のご質問だと思うのですが、

それに対して、ここは工事ができるから着工できるというお答えはなじまないような気がする

んですけれども。 

○村山委員長 時間の制約がありますので、もし、すぐにご回答いただければお願いします。

なければ見解の相違という部分もありますので、そういう形で進めたいと思います。 

○西野 具体的に、回答にも示してありますけれども、影響のない部分について、先行着工す

る。これはインド側が部分的に先行着工するということですけれども、そういうところを全部

含めて2008年から９年の開始ということでございまして、住民の合意が必要なところについて

は当然必要なプロセスを経て順次着工していくという、そういう計画でございます。 

○増沢 現地側から意見を述べさせていただきます。 

 今、委員の方から指摘されました、いろいろ条件が整っていない段階で部分着工するという

のは必ずしもよくないという意見は、そういう考え方はあると思います。私もそれはそういう

考え方に同意する部分があるのですが、大まかに言いまして、第１期のＡというところは、余

り障害のないところ、迂回路部分の多いところなんです。ここで大体大ざっぱにいって半分が

自分の用地、鉄道省の用地、あと半分が、迂回路も含めてなんですが、新しく買うところだと

いうことで、半分ある自分の用地の部分を、そこを残りの半分の見通しがつくまで工事着工す

るのを見合わせるというのもまた、オーナーシップはインド側、鉄道省及びＤＦＣＣＩＬとい

う、ここの会社にあるわけでございまして、そこのところをそのように言い切るというのも私

どもとしては抵抗があるということもご理解いただければと思います。 

 以上です。 

○村山委員長 ご意見として承りました。 

 ほかにいかがでしょうか。 

では、時間も過ぎていますが、もし全体でコメントがありましたら、お願いいたします。 

○柳内委員 最後のところで、今後実際にこれが融資機関に採択された場合に動く状況として

は、64番のご回答に書いてありますけれども、詳細設計の段階、それから環境のモニタリング
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の段階、これは工事段階ということで理解していいと思うんですけれども、そういうことで詳

細設計の段階があるわけですけれども、今回の場合には通常の場合でしたら詳細設計をやる前

段階のこのＦ／Ｓの段階で、Ｆ／Ｓの施設設計の段階、基本設計がかなりＥＩＡの中身を加味

した形でやっている。含んでやっている。ところが、今回はＥＩＡレベルということで、かな

りその部分が抜けているところがあると思います。いろいろ個別の中にもありますように、次

の段階に動かしている部分があります。ですから、一つの考え方として、こういうことができ

ますかということですけれども、ＥＩＡで本来やるべきであったところのもので詳細設計の段

階、これは詳細設計の段階でもこれから、例えばデフィニプランとか、そういうまたＦ／Ｓと

同じようなことをやっている段階があるわけです。それから今度は細かいディテールデザイン

という形に動いていますから、デフィニテクプランの段階ではありますから、そういう段階で

できるだけＥＩＡに近いところ、特に季節的な変動を見るとか、そういうものはやるというこ

とがあってもいいのではなかろうか。つまり、ここでいっているモニタリングで全部もってい

っているものを、エンジニアリングサービスの中で、いわゆるディテールデザイン、実施設計、

その段階でやるという方法もあるんのではなかろうかということを、ちょっと感じるのですけ

れども。その辺のことご検討をいただけたらどうかと思います。これは提案です。 

○増沢 コメントさせていただきます。ご指摘の点はそのとおりだと思います。我々も実施計

画を立てるに当たりまして、次の詳細設計、もしくは実施設計と呼んでいる段階において、環

境についてはベースラインサーベイというものを置いていまして、設計段階で基本的な大気、

水質、そういったものについては１年のベースラインサーベイを行う。それをもって環境モニ

タリングプランをつくるということを考えております。 

 以上です。 

○村山委員長 ほかにいかがでしょうか。 

○田中 結論と提言のところで、59番と、それから、今後の課題、今後の実施すべき事項の60

番から63番、ここの部分は、私は個人的には、例えば国際金融機関、世界銀行のような厳しい

ガイドラインを実際に運用しているところで議論した場合に、同じような意見が出てくるので

はないかと思います。15ページの32番、環境社会影響に関する記述というところで、先ほども

議論がございましたけれども、こちらではコメントは「表現の削除あるいは大幅な修正が必要

である。」というように書かれておりまして、お答えは「以上のことから表現の削除あるいは

大幅な修正は必要ないと考えている。」これは意見が相違しているわけです。 

日本におきましても最近の事例では、国土交通省がパブリック・インブホルブメントの事例
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として広報している奈良県の大和北道路というのがあるのですけれども、そこに円借款の研修

コースの皆様をお連れして研修を行いました。そこは12.4キロしかないのですが、それでも準

備期間を含めてＥＩＡだけでも３年ぐらいかけて実際にたくさんのステークホルダー協議もや

りながら進めています。ＪＩＣＡでも無償資金協力で、私もかかわった案件ですけれども、道

路案件でも基本設計に行く前にこういった調査を、シンプルサーベイというものを通じて、基

本設計前までに、ほとんどの環境社会面で問題点をクリアしていこうということで、担当部局

の人たちも努力している案件もございます。 

そう考えてみますと、先ほど申し上げました32番の表現につきましては、客観的な事実は客

観的に、ここはできている、できていない、つまり、調査予測はこういうふうになって、その

結果評価は調査予測ができていない部分があるので、ここのところは評価が難しいということ

も本当は書くべきではないかと思います。これがよくいわれる「影響は軽微である。」という

書き方が、以前から国内のアセスでもいろいろな議論を呼んでまいりましたけれども、最近で

は先ほど申しましたような新しい事例が出ているということです。 

それともう一点、50番ですけれども、ここでご意見がございましたが、このＥＩＡが報告書

の中で注意喚起をすべきという、委員のご意見もございますけれども、私もここは個人的にで

すが、先ほども申し上げましたように、このＥＩＡというのは必ずしも環境インパクトアセス

メントのレベルになっているかどうかという議論があり、ここは今までずっとこの委員会でも

議論しているところだと思います。そこをお考えの上、結論と提言に同内容を追記しますとい

うお答えですけれども、これは私、個人的にはＥＩＡレベルには至っていないと考えますので、

追記はなさらない方がよろしいのではないか、そういうふうに思った次第です。 

以上です。 

○村山委員長 それでは、ほかにいかがでしょうか。 

○野村委員 最後になって議論の展開がおかしくなっている気がします。調査団は、既存のデ

ータなり調査団としてとり得る手段を駆使して現状の把握に努め、信頼のあるデータに基づい

てＥＩＡレベルでの調査結果報告書をつくりましたというのが、調査団の立場だろうと思って

います。一方において、この中身がいわゆるＥＩＡのレベルに相当しているのかどうかという

疑問があって、それについて達していると調査団はお考えになるし、達していないとおっしゃ

る方もおられるのでしょう。だけれども、その中間、つまりここの部分はまだ足りませんでし

た、この部分はさらに追加的な調査が必要ですというような中間のレベルをとられると、我々

審査会はＪＩＣＡのガイドラインにいうＥＩＡレベルでの調査結果が出されているのかを見て
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いるのだとすると、調査団がいや足りないところがいっぱいあるのですとおりてこられてしま

えば、そうですかといわざるをえない。ですから、足りないところがあります、追加調査が必

要ですという議論をするというのは、注意深くやらないとおかしなことになってしまうのでは

ないかというのは、私の危惧としてあります。 

 今のやりとりでそういう不足部分があるということを書きましょうという結論が出ているわ

けではないようなので、あくまでも今の議論を聞いていて、私の印象としてそういうのがある

ということにとどまりますけれども。 

○村山委員長 今、野村委員からご指摘いただいた点は、恐らく、この案件の特殊性にもかな

り依存しているところがあって、先ほど藤倉委員からご指摘があったように、今回の答申が全

体に影響を与えるのではないかというふうなご意見もありましたけれども、私は、この案件は

非常に特殊であるという意味では、この案件に対する答申が、全体がそのまま今後の審査会の

あり方に影響を与えるかどうかというのは、また別の見方をしています。そういう意味で、恐

らく、調査団も非常に苦労をされたと思いますし、こちらとしてもこの案件に対してどういう

ふうに最終的にまとめるかというのは、非常に考えなければならないと思っていますが、あく

までこの案件に関して最良の形で次につなげるということで進めたいと思いますので、今回少

し時間超過をしましたけれども、全体を通じて一応ディスカッションをさせていただきました。

完全に一致をする部分もあれば、そうではない部分も出てきていますから、そこはそこで最終

的な、答申は委員でまとめますので、そういう形でご理解をいただきたいと思います。 

 それでは、今後の予定をご連絡いただけますか。 

○宮崎 予定としては、本日の議論をもとに、答申案をまとめる作業を行っていきたいと思い

ます。非常にコメントが多い中、まとめるのが大変ですが、何とか来週月曜日あたりまでに案

をまとめて委員の皆さん、担当委員の皆さんに送付させていただく。そして、コメントをまた

１週間以内にいただいて、原案を案にまとめる作業をしていきたいというふうに考えておりま

す。 

○村山委員長 それでは、よろしくお願いいたします。 

 大分時間を超過しましたが、これで第１議案については終わりにしたいと思います。 

 それでは、第２議題に移りたいと思います。これは事務局からご紹介ください。 

○渡辺 緊急時の措置案件のご報告でございます。資料は議題の紙の後ろから４枚目にござい

ます11－３という資料でございますけれども、緊急時の措置ということで、開発調査の事前調

査がなく、本格調査から開始したというもので、本格調査以降はガイドラインに従って行って
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いるという案件でございます。一部この中でパキスタンのムザハラバードなど、本来審査会に

もっと早くご相談すべきだったものが抜けていたものがございまして、ここでお詫びさせてい

ただきます。 

 以上でございます。 

○村山委員長 これはご報告ということでよろしいですね。 

 それでは、次が今後の予定ということですが、簡単にご紹介ください。 

○渡辺 今後の予定でございますけれども、11月12日は諮問案件の説明会でございまして、担

当委員はここに書いてあるとおりでございます。審査会の第12回は11月26日を予定しておりま

す。諮問案件の説明会も考えておりますが、詳細はまた決まりましたらメールでご連絡を差し

上げたいと思います。それから、審査会の今後の予定の中で、１月７日を追加させていただき

たいと思っております。資料の一番最後に今後の日程表をつけておりますので、どうぞよろし

くお願いいたします。 

 以上でございます。 

○村山委員長 11月12日は説明会のみということですね。担当委員はこの案件については既に

開発調査で一度答申を出していますけれども、それと別のグループですか。 

○渡辺 フォローアップ調査のときは担当委員を決めておりませんでしたので、第２期の委員

としては今回が初めてということですので、新しく担当委員を決めさせていただいたというも

のになります。 

○村山委員長 それでは、こういう形で進めたいということです。この案件については、今、

配られたような意見もありますので、これもご考慮いただきたいと思います。 

○満田 カンボジア第二メコン架橋については、実は私もコメントを提出させていただいてお

りまして、差し支えなければ参考資料として委員に配付していただければと思っております。 

 それから、これは提案なのですが、第二メコン架橋については審査会において大議論になっ

た案件で、非常にいい形で議論が進みまして、私としてはＪＩＣＡとして非常に先進的な開発

調査になったのではないかと思います。一方で、このメコンウォッチのコメントにもあります

ように、住民移転に関してカンボジアは非常にいろいろな問題が生じておりまして、メコンウ

ォッチは最近、国道１号線に関して実態調査を行っております。こういった経験をシェアして

いただけるような場を可能であれば設定していただければ、建設的な議論ができるのでないか

と考えております。ご検討ください。 

○村山委員長 ほかにいかがでしょうか。 
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 スケジュール的には厳しいのですが、第二メコンについてはフォローアップ調査について私

もコメントを出しましたので、担当の中に含めていただければと思います。 

 それでは、ほかになければ、これで終了したいと思います。大分長くなりましたが、これで

第11回の審査会を終わりにしたいと思います。 
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